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同和鉱業の環境･ﾘｻｲｸﾙ事業同和鉱業の環境･ﾘｻｲｸﾙ事業
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創　 業　　：　１８８４年（明治１７年）９月１８日

資本金　　：　３６４億円

売上高　　：　２，３４７億円

従業員　　： 約３，５００名（グループ全体）

主な事業 ：　

同和鉱業の概要同和鉱業の概要

1

　・製錬：金、銀、銅、亜鉛、鉛、白金族など

　・環境・リサイクル：廃棄物処理、資源ﾘｻｲｸﾙ、土壌浄化、環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

　・電気・電子材料：
　　　銅合金、板条めっき、金属ｾﾗﾐｯｸ基板、高純度ﾚｱﾒﾀﾙ、化合物半導体、

　　　メタル粉、フェライト粉、めっき加工品、電池粉、導電性粉末など

　・熱処理：自動車部品熱処理加工、工業炉製造･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

　・その他：不動産、建設　など

探査 採鉱 運搬 選鉱 製錬 地金
銅・鉛・亜鉛銅 １％

精鉱 金・銀等
亜鉛 ５～８％

鉱石 銅 20～30％
亜鉛 50％

環境物流事業
（収集・運搬）

汚染土壌回復事業

原位置調査技術

掘削技術

土壌浄化プラント

産業廃棄物

処理事業

中間処理炉

運転技術

資源ﾘｻｲｸﾙ

事業

※自動車ASR
触媒白金族回収

貴金属ﾘｻｲｸﾙ

貴金属分離

回収技術

鉱山・製錬と環境事業のつながり鉱山・製錬と環境事業のつながり

2

171



主要な事業所と関係会社主要な事業所と関係会社

環境・リサイクル関連施設
3

蘇州(中国)、ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ(米国)

環境・リサイクルネットワーク環境・リサイクルネットワーク

有価金属

（金･銀･銅）

プラスチック類

重金属類
(鉛･カドミウム)

ガリウムスクラッ
プ類

廃触媒等
高品位リサイクル原料 ＡＳＲ、コンピューター屑

廃プラ等
廃家電 産業廃棄物

一般廃棄物

汚染土壌

浄化土

埋立材

金属・蒸気回収炉

エコタウン施設 再
　
　
資
　
　
源
　
　
化

社
　
　
会
　
　
へ

汚染土壌浄化認定施設

亜鉛原料

複雑鉱

プラチナ･パラジウム･
ロジウム原料

インジウム

亜鉛・カドミウム原料

金・銀・銅・鉛原料

小坂製錬㈱

4

1999 2000 2001 2002 2003 2004予想 2005目標

売
上

高
：
棒

グ
ラ

フ

経
常

利
益

：
折

線
グ

ラ
フ

売上高 経常利益

廃棄物処理、土壌浄化などの成長により順調に拡大中

’05目標
(’02.11策定時)

環境・リサイクル事業の業績推移環境・リサイクル事業の業績推移

5

金属リサイクル事業金属リサイクル事業

製錬所での金属リサイクル
製錬所間のネットワークによる回収元素１６種類
　　　　　　Au,Ag,Cu,Pb,Zn,Cd,Bi,Se,Te,Pt,Pd,Rh,Ga,Ge,In,H2SO4

複雑鉱処理を応用し、金属くず、電子基板、携帯電話などから金属回収

プラチナ、パラジウム、ロジウムをリサイクルする日本最大の会社
処理能力：約10,000ｔ／月（ハニカム換算）

主に東北地区から受託　 処理能力：約30万台/年

小坂製錬：金属・蒸気回収炉による有価金属・蒸気の回収　処理能力：約50,000ｔ/年
岡山工場：ASRリサイクル(H.17.1月操業開始)　破砕15t/時　焼却4t/時

湿式処理による金属リサイクル

自動車ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄからのﾘｻｲｸﾙ

家電のリサイクル

自動車廃触媒から白金族リサイクル

高品位リサイクル原料の湿式処理による金・銀の回収

小坂製錬㈱

㈱日本ﾋﾟｰｼﾞｰｴﾑ

㈱ｴｺﾘｻｲｸﾙ

小坂製錬㈱金属・蒸気回収炉

6
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金属リサイクルの流れ金属リサイクルの流れ

解体
&

破砕

破砕
&

分解

白金族
プラチナ

パラジウム
ロジウムハニカム触媒

自動車ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ

車

金属・蒸気回収炉（焼却炉）

日本PGM（製錬）

パソコン

携帯電話

ｴｺﾘｻｲｸﾙ（破砕と分解） 小坂製錬

同和の活動領域社会

金地金

銀地金

銅廃基板

家庭電化製品

7

廃棄物処理事業廃棄物処理事業
日本一の廃棄物処理会社日本一の廃棄物処理会社

　 １．花岡鉱業：秋田県大館市

（１）総容量 ２００万m3

２．小坂製錬　ｸﾞﾘｰﾝﾌｨﾙ小坂
　　　　　　　　　　：秋田県小坂町

（１）平成16年12月より使用開始
（２）総容量　２７０万m3

所在地 処理方法 処理能力 処理品目 特徴
（ｔ／月）

岡山クリーン 岡山県 焼却処理 18,000t ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ

     ワークス 柵原町 溶融型ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ

同和クリーン 秋田県 焼却処理 14,500t 銅等の金属ﾘｻｲｸﾙ

     テックス 大館市 廃液処理 3,000t

固化処理 2,400t

日本パール 千葉県 焼却処理 8,500t ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ

袖ヶ浦市 油水分離 2,790t 溶融型ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ

光 和 精 鉱 福岡県 焼却処理他 20,000t

北九州市

ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ、
最終処分なし(ﾘｻｲｸﾙ)、
高塩素廃棄物処理
（塩化揮発法）

汚泥、廃油、廃ｱﾙｶﾘ、
廃酸、感染性廃棄物、
ﾌﾛﾝ他

汚泥、廃油、廃ｱﾙｶﾘ、
廃酸、燃え殻、ﾌﾛﾝ他

汚泥、廃油、廃ｱﾙｶﾘ、
廃酸、ﾌﾛﾝ他

汚泥、廃油、廃ｱﾙｶﾘ、
廃酸、燃え殻他

１．テクノクリーン
　　・全国１5の営業拠点と３つの物流拠点
　　・廃棄物とリサイクルのトータル営業

２．同和通運
　　・環境物流全体のﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽを担う

中間処理

収集・運搬
最終処理

8

廃棄物処理の流れ廃棄物処理の流れ
産業廃棄物

一般廃棄物

中間処理　焼却炉 最終処分場

汚泥類

廃液

廃油

洗浄塔

9
洗浄塔 ﾐｽﾄ

ｺｯﾄﾚﾙ
ﾐｽﾄ

ｺｯﾄﾚﾙ

排風機

煙突

三次
燃焼炉

二次
燃焼室

ﾎｯﾊﾟｰ

ﾛｰﾀﾘｰ
ｷﾙﾝ

冷却塔

土壌浄化事業土壌浄化事業

安心・確実・必要最小限の浄化実施

花岡鉱業㈱ 　　土壌汚染対策法に基づく国内認定第1号
　　　　　　　　　　 　　日本最大の土壌洗浄ﾌﾟﾗﾝﾄ（5万t/月）
同和ｸﾘｰﾝﾃｯｸｽ㈱ 　　熱処理設備で国内初の認定（国内第2号）

有機塩素系化合物（VOC)を独自に開発した鉄粉と直接反

応させ分解。
さまざまな施工方法(DIM、PRB法)で土壌浄化を実施

調査→回復計画→浄化→モニタリング　の一貫体制

鉄粉法による土壌浄化

汚染土壌浄化施設認定工場による土壌浄化
花岡鉱業㈱

PRB工法

DIM工法

10
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土壌浄化の流れ土壌浄化の流れ

重金属

油、
揮発性

有機化合物

場外処理

場外処理

場内処理

油揮発性有機化合物

土壌洗浄プラント

熱処理プラント

小坂製錬㈱

洗浄後の土壌

バイオレメディエーション
鉄粉法

油、
揮発性

有機化合物

11

環境コンサルタント環境コンサルタント

環境影響評価、環境監査、土壌汚染調査、サイトアセスメントなど幅広く対応

土壌汚染調査については業界屈指の実績

調査・分析

コンサルテーション

特定計量証明事業所の認証制度

（ＭＬＡＰ）認証取得により

ダイオキシン類の分析も可能

（㈱同和テクノリサーチ）

イー・アンド・イーソリューションズ㈱

米国最大のコンサルタントＵＲＳ社と提携し、コンサ

ルテーション・サービスをグローバルにカバー

（東アジア・オセアニア：上海・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｼﾄﾞﾆｰ他）

12

中国進出の背景中国進出の背景

国家経済貿易委員会

国家環境保護局

建設部

総合的資源利用司

各省（国家貿易委員会）

各省（環境保護局）

汚染規制司

各省（建設委員会）

都市建設司

国務院

（リサイクル）

（工業廃棄物）

（一般廃棄物）

②廃棄物行政区分

中国
(2000年度)

日本
(2002年度)

産業廃棄物 8.2億t 4.0億t

一般廃棄物 1.4億t 0.5億t

①中国における廃棄物発生量

出展：経済産業省資料より抜粋 13

リサイクル可能な廃棄物量 約5,000万ｔ

（経済価値450億元）

金属スクラップ 約4,000万ｔ

廃ゴム、廃プラスチック、古紙 約 620万ｔ 他

※安価な労働力を活用し、手選別によるリサイクルが行われている。

回収

都市ごみ ごみ処理 埋立

工業系 処理・埋立

リサイクル
(金属･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･紙他)

廃棄物 回収

③資源リサイクルの現状

中国進出の背景中国進出の背景

14
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• リサイクル体系

国営企業、個人経営企業が乱立し、統率がとれていない

• 個別企業の経営基盤

中小企業が多く、技術・設備が老朽化

経営基盤が磐石でない

• 法規の未整備

責任が不明確となっている

市場の混乱

無許可営業の横行

④資源リサイクルの課題

中国進出の背景中国進出の背景

15

1989年 環境保護法
※環境に関する基本法

1995年 固体廃棄物環境汚染防治法
※廃棄物管理法。

1997年 資源総合利用目録の発布
※３分野（石炭炭鉱の副産物、 三廃「廃水、廃気、固体
廃棄物」、金属スクラップ）の資源リサイクルへの優遇政策

2002年 リサイクルに関する十五の通知
※廃プラスチック、ゴムくず、家電、電池、自動車、パソコン等

の再生資源に関する回収・選別・処理技術の進歩に重点

中国進出の背景中国進出の背景

⑤－１ 環境関連法令の整備

16

近年の動向
・ＳＡＲＳを契機とした環境・衛生に関する意識向上
・廃棄物管理（資源総合利用、クリーン生産と危険廃棄物の
制御）に力点を置き、具体的な政策を検討中

2003年 清潔生産促進法
最終処分場を建設すべき市と建設数指定

2004年　資源循環型社会の形成に向けた取り組み強化
※家電･廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸをはじめとした、資源循環型社会

の構築に向けた法制度の整備と展開が見込まれる。

⑤－２ 環境関連法令の整備

環境保護→廃棄物管理強化・資源リサイクルへ

中国進出の背景中国進出の背景

17

WTO加盟により、中国国内における金銀取引が自由化

2003年4月 対外経済貿易局(現商務部)  黄金局を閉鎖

金取引所が上海に開設される。

108社(14銀行、81製造･加工業者、13販売業者) 
と4大銀行での金の取引が可能になる。

中国進出の背景中国進出の背景

→環境ビジネス参入のバックグラウンドが整備

⑥ 規制緩和

・世界の工場＋巨大市場としての魅力 → 各国企業が進出
・組立型産業→素材・化学系企業の進出→ 産業の習熟度の向上

⑦ 外国企業の中国進出

18
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当社の取り組み当社の取り組み

揚子江（長江）
長江ﾃﾞﾙﾀ地域

蘇州

中国環境事業・
法制度調査

長江デルタ地域に絞り
市場動向調査

江蘇省蘇州市に
工場建設を決定

19

長江ﾃﾞﾙﾀ地域

蘇州市進出理由蘇州市進出理由

江蘇省地区 上海地区 浙江省地区

進出日系企業数 600社 1,100社 200社

危険廃棄物('01年度） 930千t/年 380千t/年 150千t/年

廃棄回路基板発生量(t/年) 6,000～7,200t/年 1,800～2,400t/年 2,400～3,600t/年

うち日系企業('02年度) 1,800～2,400t/年 720～840t/年 600t/年

ﾒｯｷｽﾗｯｼﾞ及び廃液発生量(t/年) 3,000～4,000t/年 2,000～3,000t/年 3,000～4,000t/年

うち日系企業('02年度) 1,000～1,500t/年 600～700t/年 500t/年

蘇州市進出理由

• 日系企業の集積度が高い

日系の製造企業が集積し、リサイクルや廃棄物の適正処理

の要望が高い

• 行政の協力

環境保全のため、江蘇省蘇州市と共同でマーケティング実施

うち
蘇州市：約280社
蘇州新区：約130社

当社・蘇州市合同調査 20

社　名 ：蘇州同和資源綜合利用有限公司

所在地 ：江蘇省蘇州市蘇州高新区化学工業地区内

資本金 ：600万ＵＳ＄

出資形態 ：同和鉱業90%
蘇州高新区経済発展集団総公司10%
※蘇州市の特別行政区である蘇州新区100%出資会社

設立 ：平成15年12月

操業開始 ：平成16年12月

事業用地 ：約40,000㎡

設立会社の概要設立会社の概要

21

工場外観①工場外観①

22
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工場外観②工場外観②

23

事業内容事業内容

１．事業内容

貴金属リサイクル

廃棄物処理

２．当初売上見込

約１５億円／年

３．営業ターゲット

江蘇省全域

日系他外資企業を中心

外資系
企業

現地企業

湿式処理
工程

乾式処理
工程

貴金属（Au,Ag他）、

製錬原料

日系企業

電子基板・高品位原料他

24

原料・製品原料・製品

リサイクル原料

製品（金）

25

主要な許認可主要な許認可

許可証の種類 内容 申請窓口 許可窓口

危険廃棄物
経営許可

廃棄物取扱
（収集・貯蔵・処
理）

蘇州新区
(環境保護局)

江蘇省
(環境保護庁)

特殊廃棄物
経営許可

電子基板取扱
(2003.10～)

蘇州新区
(環境保護局)

江蘇省
(環境保護庁)

化学危険物の
取り扱い許可

シアン含有品取扱
（運搬・生産）

蘇州市
(公安局・経済貿易
委員会)

消防安全許可
燃料油、廃油、溶
剤

蘇州市(公安局)

26

→操業に必要な許認可を取得（日本企業初）
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懸念事項等懸念事項等

①スクラップ業者等既得権益との競合

②バーゼル法、（省・市間の）許認可の通用性等
の物流阻害要因

③欧米各国政府の、中国中央・地方政府への

　アプローチ

　　人材交流等を通じて、欧米各国は環境政策・
産業システムの基本骨格部分に影響力を拡大
しつつある。 27 28

今後の展開今後の展開

①総合的環境・リサイクル事業の展開

・廃棄物処理事業

・土壌浄化事業

・リサイクル事業

・環境コンサルタント

②江蘇省以外のエリアへの拡大

③日本国内のリサイクル施設との連携

→ネットワーク化が不可欠
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② 中国におけるリユース・リサイクル産業について 
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1

中国における
リユース・リサイクル産業

2005年2月3日

日本貿易振興機構　アジア経済研究所

小島道一

平成16年度日中環境協力情報交流会・総合セミナー

「中国における廃棄物・リサイクルビジネスの現状と展望」

2

自己紹介

• 1990年　アジア経済研究所入所。インドネシアを中

心にアジアの環境問題の研究に従事。

• 1999年ごろより、アジア地域のリサイクルについて
研究を本格的に始める。2002年半ばから中国も対
象に。約2年半で6回、調査や会議への出席で中国

へ。北京市、天津市、山東省、江蘇省、浙江省、広
東省、香港で、リサイクル関連の工場や中古市場の
見学、大学、官庁や業界団体などから、ヒアリング
や意見交換を行う。

3

• 中国のリユース・リサ
イクル産業の現状と
課題について明らか
にする。

• 中国におけるリユー
ス

• 中国におけるリサイク
ル産業

• 再生資源輸入とその
問題

• 中国のリユース・リサ
イクルの課題

発表の目的 発表の構成

4

リユース（１）

• 農村での家電などの
普及率は低く、都市で
使われなくなった、使
用済み製品が、中古
品として、農村に流れ
ていく。

• 中古家電、中古バイク、
中古自転車などの中
古市場があり、にぎわっ
ている。

• 人件費が安く、修理を
安くおこなうことができ
る。 ↑中国広州市の中古市場　2002年11月
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5

中国の耐久消費財の普及
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冷蔵庫(都市）

ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ（都市）

洗濯機（都市）

冷蔵庫（農村）

ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ(農村）

洗濯機（農村）

6

リユース（２）

• 1億元以上の取引がある商品交易市場の統計では、
2003年に旧貨市場（中古品を主に扱っている市場：
ただし、中古車を主に扱っている市場は、自動車市
場に分類）は、全国で15箇所。

• 浙江省に5箇所、河北省と江蘇省に2箇所、北京市、
遼寧省、吉林省、江西省、湖北省、広東省にそれぞ
れ1箇所。

• 1市場あたりの平均営業面積は、2.2ha。1市場あた
り、312軒の中古品を扱う店がある。１軒あたりの成
約額は３３万元。

国家統計局貿易外経統計司『2004　中国商品交易市場統計年鑑』

7

リユース（３）

• 1億元以上の取引がある旧貨市場以外でも中古品
を扱っている。
– 1億元以上の取引がある商品交易市場は、全部で3265

あるが、１５の旧貨市場にある中古品を主に扱う店舗数
は4685店舗であるのに対して、旧貨市場以外には、
6806店舗。金属材料市場に951、自動車市場に775、工
業品総合市場に693、農業品総合市場に383店舗など。

• 1億元以下の取引量の商品交易市場は、統計でカ
バーされていない。
– 上海では1億元以上の取引がある旧貨市場はないが、上

海の電話帳をみると、「万商二手貨交易市場」「上海新錦
華二手貨総合交易市場」などの中古市場が存在している
ことがうかがえる。

国家統計局貿易外経統計司『2004　中国商品交易市場統計年鑑』
8

中古品輸入規制（１）

• 自国の産業育成や、電圧の違い等から発生
する事故の予防、すぐに廃棄物となってしまう
ようなものの輸入を避けるなどの理由から、
中古品の輸入を規制している。
– 中古自動車の輸入禁止（1994年）

– 輸入中古電気機械製品検疫監督管理弁法（国家
質量監督検験検疫総局令第37号）、2003年5月
1日施行。一部機械の船積み前検査を義務付け。
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9

中古品輸入規制（２）

• 日本から輸入されたと
見られるノートパソコ
ン、ファックスつき電話
機、コピー機などが北
京や広州の中古市場
で売られていた。

• 2004年7月に包装さ
れたNHKスペシャル
や黒井[2004]によると、

依然、香港経由で中
古品が中国へ輸出さ
れている。

北京の中古市場で見かけたひらがな・カタ
カナの表記のあるファックス機。同じ店で
はコピー機も販売していた。店員によると、
広東省に修理工場があるという。2002年
11月。

10

リサイクルの特徴

• ゴミを回収する人が、家庭を
回ったりして有価物を回収し
ている。

• 人件費が安く手作業による
解体・分別が採算にあう。

• 経済が成長しており、再生資
源としての需要が旺盛である。

• 有害物質でないものは、埋め
立て費用が安く、逆有償での
リサイクルは成立しにくい。

三輪車で再生資源を収集。江蘇
省蘇州市内　2004年12月

↑回収されたエアコン。北
京、200２年７月

11

リサイクル・システムの展開
• 国内で発生した廃棄物のリ

サイクル
– 改革開放前

• 国営。コストは考えずにリサ
イクル

– 改革革命後
• 民間企業の参入。国営は採

算悪化。公害問題も発生。

– 最近の動き
• 廃棄物収集業者を団地に集

め、監督を強化

• リサイクル関連の法制の整
備が検討されている。

– 廃旧家電及電子産品回収
処理管理条例

– 廃旧タイヤ回収利用管理
条例

– 包装物回収利用管理条例

– 循環経済促進法

• 輸入廃棄物のリサイクル
– 1990年前後に台湾でのリサ

イクルに関する規制が強化さ
れ、技術・仕入れルートを持っ
ている台湾人が広東省に進
出。徐々に、北上。

– 1994年ごろ、洋ゴミ問題=>
輸入規制強化

– 2001年から　リサイクル工業
団地へ集約化、2005年１月

から輸出企業登録の運用開
始などの動きがある。

12

中国のリサイクル産業

• 再生資源回収業　5000企業以上

• 回収拠点　16万箇所

• リサイクル工場　3000工場以上

• 従業員　140万人以上

• 2000年の概算で、回収量は、5000万トン、総
価値は、450億元。

• 廃船・廃自動車・廃機械装置の解体能力は、
1000万トン近い。

国家経済貿易委員会「再生資源回収利用”十五”計画」2002年。
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再生資源の回収量
(1996-2000年累計）

• 第9次5カ年計画(1996-2000年）の期間中の累計回

収量。

4000万トン以上古紙

1000万トン以上廃プラスチック

600万トン以上非鉄金属スクラップ

1.6億トン鉄スクラップ

国家経済貿易委員会「再生資源回収利用”十五”計画」2002年。

14

回収されていない再生資源

３００－３５０億元経済価値

1400万トン古紙や廃プラスチック、廃ガラス
など

20万トン非鉄金属

500万トン鉄くず

国家経済貿易委員会「再生資源回収利用”十五”計画」2002年。

15

中国の国内廃棄物のリサイクル
促進のための政策

• 優遇政策：1985年には、所得税の優遇などが行わ
れている。対象は「資源総合利用目録」に明示
– 「企業の所得税に関する優遇政策の通知」（財税字

1994]001号）

– 「一部資源総合利用製品等に対する増値税優遇政策実
施継続の通知」（財税字[1996]20号）

– 「廃旧物資回収経営企業等に対する増値税優遇政策継
続の通知」（財税字[1996]21号）

• 資源総合利用目録は、1985年に制定。1986年、
1996年、2004年に改定。1987年には、「再生資源
加工利用目録」でも修正が行われている。

16

再生資源の回収目標（2005年）

100万トン廃船の解体

80万台廃自動車の解体

廃棄量の80%廃家電及び廃コンピューター

790万個廃タイヤ

1700万トン古紙

200万トン非鉄金属スクラップ

3600-3700万トン鉄スクラップ

550億元金額ベース　

国家経済貿易委員会「再生資源回収利用”十五”計画」2002年。
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日系企業のリサイクル分野の取り組み

• リサイクル分野での企業進出
– 同和鉱業（蘇州に工場を設立。2005年1月）

– アサヒプリテック（上海に進出し、貴金属の回収）

– 日本リファイン：廃溶剤の回収

– 日本の被服銅線をプラスチックと銅線に分ける業者な
ど資源回収業者やプラスチック・リサイクルを手がけ
る企業も、合弁などの形でリサイクル工業団地に進出。

• パーツ・リユース

– トナー・カートリッジ
• リコー　香港やタイで回収したトナーカートリッジをシンセン

（中国）で、解体・リユースを行っている。

• キャノン　大連で。
18

日系以外の取り組み

• フィリップス　蛍光灯の回収・リサイクル（企業の顧
客から）

• モトローラ　携帯電話の回収のプログラムを実施。
バッテリーは回収されてくるものの、本体はほとんど
集まっていない。処理は中国系アメリカ人がオーナー
の企業に委託。

• HP　企業に販売したコンピューターは使用済み後
回収。現在は、シンガポールでリサイクル。

• シティラヤ（偉城工業）　シンガポールの貴金属回収
業者。HPが中国で回収したコンピューターもリサイ
クル。中国の無錫に新工場を建設中。

• ブラジル系の企業で、電子廃棄物のリサイクルに取
り組む企業が上海に立地。

19

廃プラスチックの
リサイクル（１）

• 人件費が安いため、手作業
で、着色してあるペレットを
分別したり、比重選別した
りする。

• おもちゃ、ぬいぐるみの中
綿、100円ショップで売られ

ている製品など、品質が若
干落ちてもよい製品に、利
用。価格を安くできる。

• 熱可塑性プラスチックはほ
とんどリサイクルが行われ
ている。

↑色の混じっているペレットを手
作業でわける。広東省広州市　
2004年11月

↑廃プラを利用したアダプター。
2004年1月。 20

廃プラスチックのリサイクル（２）

• ５大汎用構成樹脂の生産量：
– 1753万トン（２００１年）

• 廃プラスチックの発生量(2001)　（寺園他[2003]）
– 製造過程のロス　20万トン
– 使い捨てプラスチック製品から　1193万トン
– 耐久製品から　524万トン　

– 国内発生の内、マテリアル・リサイクルされている量は、
130万トンと推定。

• プラスチックの輸入量
– 159万トン　（２００１年）
– 302万トン　（２００３年）
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ペットボトル

↑輸入されたペットボトル

熱をか
けて溶
かし、糸
を紡ぐ。

より合わ
せて太い
糸に。

2002年11
月の訪問
時には排
水処理施
設を建設中
であった。

江蘇省。
22

発泡スチロール

発泡スチロール

（魚箱、家電包装）
減容

再生してペレッ
トに

ビデオ・テープの
外枠やCDケース

の一部に
消費

廃棄？ 消費 廃棄？

日本 中国

23

古紙のリサイクル

• 麦わらパルプ工場が水質汚濁の問題で1990年代

末に閉鎖に追い込まれる。輸入古紙が麦わらパル
プを代替した側面がある。

– パルプ生産　
• 2001年　2980万トン

• 2002年　3470万トン　16%の増加。

– パルプ生産内訳（2002)
• 木材パルプ 　740万トン　21%　

• 非木材パルプ　1110万トン　32％

• 古紙パルプ 1620万トン　47%　３ポイント増加。

– 古紙の輸入量　687万トン。　　

24

鉄のリサイクル

• 鉄スクラップの需給(2003年）

– 粗鋼生産量　 2億2200万トン

– 鉄スクラップ総需要量 　 5843万トン

– 国内鉄スクラップ発生量 4620万トン

– 鉄スクラップ輸入量 　 　929万トン

– 需給のギャップは29万トンは、ミックス・スクラップ

の形で、銅スクラップなどの貿易品目で輸入され
ていたり、国内発生量の誤差から生じていると思
われる。
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銅のリサイクル

• 銅の需給(2003)
– 電解銅生産量86万5千t

• 一次　56万5千t
• 二次　30万t

• 銅スクラップ（2002）
– 国内発生量 56万t
– 輸入　銅の含有量で60-70万

トン

• 問題点
– ６０年代70年代の古い設備

が使われている
– 再生銅製品の品質が悪い
– 分解回収、再生加工の過程

での汚染が生じている　　　

↑銅スクラップから銅線を製造

上海市　2002年11月

↑銅スクラップの商社

広東省広州市　2002年11月

26

アルミニウムのリ
サイクル

• 1953年以降のアルミニ
ウムのストックは、
5320万トンと推定。

• アルミニウムのリサイク
ル工場の構成（２００3）
– 年5万t以上　2事業所

– 年1万t以上5万t以下
　　 　　26事業所

– 小規模　約2000ヶ所

• 小規模なところは公害
対策ができていないと
ころも。

↑アルミ・スクラップを洗浄する機械
および、アルミ・スクラップを原料と
して、インゴットを製造する炉↓。　
浙江省台州市2002年11月。

27

鉛のリサイクル

• 大小あわせて、300の鉛リサイクル工場があ

る。
– 年間1万トン以上の生産力があるところは、2-5カ

所。

– 大規模なところ3カ所ほどを除いては、公害防止

投資が十分でない。（環境保護総局による）

– 環境対策をおこなっていない小規模のところも競
争力があり、大規模なところは、原料不足に陥っ
ている。

28

自動車の
リサイクル

• 国家計画委員会から、廃車
を鉄くずとして資源回収す
る規則が出されるなど、
1980年ごろより、自動車の

リサイクルに関する政策が
打ち出されている。2001年
6月に「廃棄自動車回収管
理方法」（国務院令第307
号）を制定。

• 解体企業730社、2000年
の解体台数36万台。

←↑北京の自
動車解体工場
のひとつ。車検
場の隣に立地。
屋根もなく、コン
クリート張りもさ
れていない。新
しい設備を入れ
る予定あり。

2004年4月
吉田・荒巻・花木[2004]に基づく
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電子廃棄物の
リサイクル（１）

• 電子・電気廃棄物のリサ
イクルでは、中国内のみ
ならず、世界中から広東
省貴嶼村に電子・電気
廃棄物が集まってきてい
る。

• 環境対策をおこなってい
る電子・電気廃棄物の
解体工場もできてきてい
るが、廃品が集まってき
ていない。

広東省貴嶼鎮　2004年11月

電子廃棄物の解体工場　南京市
　2004年12月　 30

電子廃棄物のリサイクル
貴嶼地区（２）

• 広東省貴嶼村には、世界
中から電子廃棄物が集まっ
てくる。酸をつかって貴金
属などを回収する作業や、
熱をかけながら基板からＩＣ
チップやハンダを取る作業
が行われている。2004年
11月。

31

電子廃棄物が注目されたきっかけ
• Basel Action Network と

Silicon Valley Toxics 
Coalition（どちらもアメリカ
のNGO)は、アジアのNGO
の協力を得て、中国、インド、
パキスタンに廃コンピューター
が輸出され汚染を引き起こ
していることをあきらかにし
た。国際的に報道された
（2002年２月）。特に広東
省貴嶼村の汚染が大きく取
り上げられる。

• 中国のマスコミも後追いで
報道をおこない、廃コンピュー
ターや廃家電の輸入規制
が強化された。

アジア各国の再生資源輸入量
2003年 (単位:千トン)

出所：各国輸入統計より作成

115803176112163台湾

224127910980.8タイ

231193748ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

N.R.218513622927ﾏﾚｰｼｱ

175153621313266韓国

1131212041172日本

5396420144ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

6533162929393823024中国

廃ｱﾙﾐ廃銅廃鉄古紙廃プラ

注）N.R.：輸入統計作成時の入力ミスの可能性が高い。
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中国の輸入廃棄物に関する規制

• 有害廃棄物の輸入
– 中国はバーゼル条約を1991年に批准。

– ２００１年には、バーゼル条約の改正案も批准。（有害廃棄物のリサイク
ル目的での先進国から途上国への輸出を禁止、1995年採択、批准国
数が少なく未発効）

• 1996「廃棄物輸入の環境保全管理に関する暫定規定」
• 2000.1「第七類廃棄物輸入に関する問題に対する通知」(対外貿易

経済合作部，税関，環境保護総局で公布)－廃家電製品等の輸入を
全面禁止

• 2001.1.18「廃棄物輸入と環境保護管理に関する問題を調整する通
知」

• 2002.6.4 「輸入禁止貨物リスト」（国家環境保護総局）
• 2002.7.3　部品輸入禁止措置（対外貿易経済合作部，税関，環境保

護総局で公布）2002年8月15日より施行
• 2005.1.1　輸出企業登録制度運用開始。

34

国家が輸入を制限する原料として利
用可能な廃棄物リスト

• 第1類　動物の骨
• 第2類　スラグ
• 第3類　廃木材、木屑
• 第4類　古紙
• 第5類　廃紡績品
• 第6類　金属およびその製品
• 第7類　ミックスメタル
• 第8類　廃船
• 第9類　特殊な需要のある廃物
• 題10類　廃プラスチック

35

再生資源の貿易にかかるコスト

• 再生資源の関税率は、廃プラを除いて高くない。

• 廃プラも、「来料加工」等保税扱いで輸入されている
場合がある。

• 船積み前検査の費用の負担が高いという不満を輸
出業者より聞くことが多い。

FreeFree0-4.7Free4-4.8日本

1.51.50-2.0Free10.7中国

廃ｱﾙﾐ廃銅廃鉄古紙廃プラ

Source: Compiled from WorldTariff database.

表　再生資源の関税（最恵国待遇）　
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リサイクル工業団地

• リサイクル産業（特に、銅・
アルミ・鉛を中心とした金属）
の公害対策に関する監督
の強化、生産設備の拡充
のため、リサイクル工業団
地を整備し、既存企業の移
転を図っている。寧波では、
新規の企業進出もある。

• 国が認めたもの
– 天津、太倉（江蘇省）、寧波

（浙江省）、漳州（福建省）

• 地方政府が認めているもの
– 台州（浙江省）など

寧波のリサイクル工業団地　→
　2002年11月
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中国のリサイクル工業団地

鉄・非鉄ｽｸﾗｯ
ﾌﾟ・廃プラ

360ha福建省漳
州

福建全通資源
再生工業園

非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ・
廃プラ

200ha浙江省寧
波市

鎮海再生資源
加工園

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ・廃ﾌﾟ
ﾗ・非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ

440ha→

1000ha
江蘇省太
倉市

太倉港再生資
源輸入加工区

非鉄スクラップ。196ha天津市静海子牙環保
産業園区

対象品面積省・市名称

38

有害廃棄物等の不法越境移動の
摘発事例(2004年）

南海267ﾄﾝ基板などアメリカ11月

河北省12台中古携帯電話不明9月

寧波629ﾄﾝ未洗浄PETドイツ８月

広東南海11ﾄﾝ廃PC部品などオランダ6月

福建252ﾄﾝつぶしたPETボ

トル
韓国３月

福建300ﾄﾝ中古衣類日本・韓国1月

場所量種類輸出国月

吉田[2005予定]を参照して作成
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日本からの廃プラスチックの禁輸

• 2004年4月に、山東省青島の税関で、生活廃棄物が混入し
ている廃プラスチックが見つかる。

• 同じ会社が輸入していた廃プラスチックが、その会社の工場
で処理されず、農民に転売され、中には、リサイクルできない
ものが入っていたことも発覚。

• 廃プラ輸入再開の状況として、日本へのシップバックと農民
への補償を要求。輸出した企業は、基本的には了承。

• 検査を担当している検査検疫総局の汚職が発覚し、輸出さ
れた廃棄物が差し押さえられ、シップバックができない状態。
また、工場側の担当者が逮捕されており、どの農民に転売し
たかを確認できない状態で、輸出再開のへの条件を満たせ
ない状態。

40

香港から中国への廃プラスチック輸出の推移（2003年１月以降月別）
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香港の中国向け輸出量

香港の中国向け再輸出量

日本の香港向け輸出量

日本の中国向け輸出量

出所：各国の貿易統計より作成。
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有害廃棄物の輸出
• 手続きは標準化されていないものの、輸出は可能。

ただし、手続きに時間がかかっている。

20ﾄﾝフランス金属回収Steelwork Filter Dust
77ﾄﾝ韓国金属回収廃ﾆｯｶﾄﾞ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ

18ﾄﾝ日本金属回収廃ﾆｯｶﾄﾞ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ

26ﾄﾝイタリア金属回収貴金属スラッジ

1100ﾄﾝフランス金属回収廃ﾆｯｶﾄﾞ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ

1500ﾄﾝフランス処分PCB含有廃棄物

100ﾄﾝデンマーク処分水銀含有土壌

量輸出先処分の目的対象物

表　2001年の中国の有害廃棄物の輸出
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中国のリユース・リサイクルの
課題

• リサイクル産業の汚染対策
– 銅、アルミニウム、鉛、電子廃棄物など

– 不適正なリサイクルにつながりかねない廃棄物・
再生資源の抑制

• リサイクルに関する制度づくり
– リユースが活発なところでのリサイクルの仕組み

づくり（家電・コンピューターのリサイクル）

– リサイクルコストを負担しないとリサイクルできな
い廃棄物について、誰が負担をしていくのか。
（電池、蛍光灯）
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③ 中国における循環型社会（循環経済）への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 師： 中国国家環境保護総局中日友好環境保護中心 

主席顧問 日本専家組長 小柳 秀明 氏（JICA 専門家） 
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中国の循環型社会への取組
（循環型経済）

2005年2月

中日友好環境保護中心

首席顧問　日本専家組長

小柳　秀明

はじめに

日本：循環型社会

　「天然資源の消費を抑制し、環
境への負荷が出来る限り低減さ
れる社会」

中国：循環（型）経済

背景

日本：ごみ、廃棄物問題

中国：持続可能な発展のために
避けて通れない道

（小康社会実現のための重要な手
段）

背景

第１６回共産党大会（２００２年）
での決定

「２０２０年には、２０００年に比して
４倍の経済成長を実現し、全国
的に小康社会（少しだがゆとりの
ある社会）を実現させる」
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800万吨

1445万吨

环境容量 实际排放量

水環境のCOD環境容量と実際の排出量の比較

中国の物質代謝の状況中国の物質代謝の状況
中国環境科学研究院段寧副院長作成資料を引用

1200万吨

1995.1万吨

环境容量 实际排放量

SO2の環境容量と実際の排出量の比較

中国の物質代謝の状況中国の物質代謝の状況
中国環境科学研究院段寧副院長作成資料を引用

0
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

工业固体废物产生量

万吨

年

1991～2000年工業固体廃棄物の発生量

中国の物質代謝の状況中国の物質代謝の状況
中国環境科学研究院段寧副院長作成資料を引用

中国と先進国のSO2及びNOｘ排出強度の比較

国 家 米国 カナダ 日本
オースト
ラリア

SO2排出強度(kg/千ドルGDP) 2.3 3.7 0.3 4.7

NOｘ排出強度(kg/千ドルGDP) 2.7 2.9 0.6 5.5

国 家
フラ
ンス

ドイツ OECD 中国

SO2排出強度(kg/千ドルGDP) 0.8 0.7 2.0 18.5

NOｘ排出強度(kg/千ドルGDP) 1.4 1.0 2.1 16.6

中国の物質代謝の状況中国の物質代謝の状況
中国環境科学研究院段寧副院長作成資料を引用
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エネルギー利用効率の低下エネルギー利用効率の低下

1 1.33 1.5 1.5
2.17 2.67
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11.5
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イタリア

フランス

ドイツ

イギリス

アメリカ

カナダ

中国

中国の物質代謝の状況中国の物質代謝の状況
中国環境科学研究院段寧副院長作成資料を引用 中国の物質代謝の状況中国の物質代謝の状況

20032003年，年，中国は既に世界の中で中国は既に世界の中で．．．．．．

鉄鋼鉄鋼第一大国第一大国（３０％）（３０％）

セメントセメント第一大国第一大国（４０％）（４０％）

家電製品家電製品第一大国第一大国（２５％）（２５％）

電話電話第一大国第一大国

GDPGDPはわずか世界のはわずか世界の4%4%

中国環境科学研究院段寧副院長作成資料を引用

資源問題と環境問題は、すでに中国
の経済成長のネック（重要な制約要素）

　

　胡錦涛国家主席

　「資源環境問題が中国経済の持続可
能な発展のネックとなっていることを、
十分に認識すべきである」

　と指摘

相次ぐ中国首脳の重要発言

江沢民国家主席（当時）2002年10月
　「資源を最も有効に利用し、環境を
保護することを基礎とした循環型経
済の道を歩めば、持続可能な発展
を実現できるはずである。」

と論じ、中国の循環経済への取組の
道筋を明確化。
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「経済の成長方式をはやく転
換させ，循環経済の発展理念
を地域経済の発展に貫徹さ
せ，都市、農村建設及び製品
の生産において，資源の最も
有効な利用をもたらせなけれ
ばならない。廃棄物の排出を
最大限に減少させ，徐々に生
態を良性循環に向かわせな
ければならない。」

胡錦涛国家主席（2003年３月）は、 2004年３月温家宝総理は、

中央人口資源環境業務座談会
において、今年実施すべき重要
業務として

「資源の利用を節約し、循環経済
を大きく発展させる」

　ことを強調。

循環型経済への取組の例

企業レベル（小循環）

地区・地域レベル（中循環）

　

都市・省レベル（大循環）

小循環（企業レベル）

クリーナープロダクションを遂行

製品とサービス中の物質とエネ
ルギーの使用量を減らし、

汚染物発生の最小化を実現する。
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中循環（企業群、工業団地レベル）

地域レベルでは、企業群、工業団地
と経済開発区中の生態工業を発展
し、

生態工業団地を建設し、上流生産
過程の副産物或は廃棄物を下流生
産過程の原料とし、

企業間の代謝関係と共生関係の生
態産業チェーンを形成する。

大循環（都市・省レベル）

社会レベルでは、グリーン消費を推進し、

廃棄物の分別収集システムを確立し、

第一、第二、第三次産業間の循環とエ
ネルギーの段階的利用に注意し、

最終的に循環型経済を形成する。

重点は循環型都市と循環型省の確立で
ある。

省レベル　　　 遼寧省

　　８つの生態省　山東省、海南省など

都市レベル　　貴陽市、義馬市、日照市

地域レベル　　

　　１２の国家生態工業モデル区など

　　　（例）天津経済技術開発区、

　　　　　　大連経済技術開発区、

　　　　　　蘇州ハイテク地区、

　　　　 　 撫順鉱業集団、

　　　　　　包頭国家生態工業モデル区等

遼寧省

貴陽市

包頭市
大連市天津市

山東省

蘇州市

義馬市
日照市

撫順市
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貴陽市での取組例

中国で初めての循環経済試点都市
(2002年5月国家環境保護総局批准)
循環経済型生態都市建設（循環経済モ
デルで生態都市を建設する）を目標

市政府内に市長直属の組織（循環経済
弁公室）を作り推進

貴陽市での取組例

2002年から清華大学に委託して貴陽市

の循環経済に関するマスタープランを作
成

循環経済の促進に関する条例を作成
（2004年９月成立、11月施行）

　　「貴陽市循環経済生態都市建設条例」

　中国で初めての条例

マスタープランの概要は次のとおり

「一つの目標を実現し、二つのモデ
ルを転換して、三つの中心的システ
ムを構築し、八大循環体系の建設
を推進する」

一つの目標の実現、
二つのモデルの転換

小康社会の全面的建設
生産段階でのモデル転換

　→粗放式資源依存型の都市発展モデル
から持続可能な資源効果・利益型の発
展モデルへと次第に移行
消費段階でのモデル転換

　→合理的なグリーン消費政策や制度を
制定し、環境に優しい商品及び循環経
済サービス業体系を育て上げて、消費
段階での変革を刺激し、導いていく。　
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三つの中心的システム

第一は循環経済産業体系の構造

　　三大産業（生態農業、生態工業、第三次産
業）に及んでいる。

第二は都市のインフラ建設

　　重点は水、エネルギーそして固体廃棄物の
リサイクルシステムである。

第三は生態保障体系の建設

　グリーン（環境に優しい）建築や人の居住環
境、そして生態保全体系が含まれている。

八大循環体系の構築

１．リン産業循環体系

２．アルミニウム産業循環体系

３．漢方薬産業循環体系

４．石炭産業循環体系

５．生態農業循環体系

６．建築及び都市インフラ産業循環体系

７．観光及び循環経済サービス産業体系

８．循環型消費体系

国家生態工業モデル基地の建設

2004年11月、貴陽市開陽県に

「燐・石炭化学工業国家生態工業モデル基地」

を建設することを

国家環境保護総局が批准

開陽県
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遼寧省での取組例

遼寧省

貴陽市

哈密市
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最近の重要な動き

2004年７月

国家環境保護総局循環型経済試
行事業経験交流会（初の全国会
議）

2004年９月

全国循環型経済活動会議

全国循環型経済活動会議

2010年を目途に国内制度を整備

　法律・法規、政策支援、技術革新、奨励策等

政府投資の重点分野とし、財政面での支持
を強化

　直接投資、資金補助、利息補助、金融機関の
融資促進等

政府のグリーン調達促進

価格調整等

最近の重要な動き（続き）

2004年11月
　中国循環経済発展フォーラム2004年会

　　・全国人民代表大会

　　・国家発展改革委員会

　　・科学技術部

　　・国家環境保護総局

　が初めて合同で開いた年次総会

最近の重要な動き（続き）

曾培炎副総理、馬凱国家発展改
革委員会主任らが今後の取組
に関して重要な方針を発表

　　（参考資料参照）
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科学的発展観を貫徹・実施 

循環型経済を力強く推進 

 

国家発展改革委員会主任 馬凱 

 

全国人民代表大会環境と資源保護委員会・国家発展改革委員会・国家科学技術部・国家

環境保護総局は今日、循環型経済発展フォーラム 2004 年総会を合同主催し、「科学的発展

観と循環型経済発展戦略」に関する問題を巡って討議した。これは、重要な理論的意義と

実践的意義がある。私はここで循環型経済発展の重要性および今後の活動構想について説

明し、関連の情況を紹介することとする。 

一、循環型経済は人類社会発展の必然的な選択 

循環型経済とは何か？資源と環境に対する資源の流れと経済成長の影響の角度から考察

すると、成長方式は二種類存在する。一種は伝統的な成長方式である。すなわち、「資源―

―製品――廃棄物」という一方向の線で結ぶ単線的な過程であり、製品の生産量が多けれ

ば多いほど、排出する廃棄物も多く、資源と経済に対するマイナス面の影響も大きくなる。

もう一種は循環型経済の方式である。すなわち、「資源――製品――廃棄物――再生資源」

というフイードバック式の循環過程で、より効果的に資源を利用し、環境を保護し、資源

の消費と環境コストを最低限に制限し、最大の経済効果と社会効果の勝ち取る方式である。

それによって、経済システムと自然生態システムの物質循環過程での調和、それに資源の

永続利用を促進する。概括すると、循環型経済は資源の高効率利用と循環利用を中心とし

て、「減量化・再利用・資源化」を原則とし、低消費・低排出・高効率を特徴とした、持続

可能な発展理念に適合する経済成長方式であり、「大量生産・大量消費・大量廃棄」の伝統

的な成長方式に対する根本的な変革である。 

循環型経済の「減量化」原則とは、生産とサービスの過程において、資源の消費と廃棄

物の排出をできるかぎり低減することである。その核心は、資源の利用効率を向上するこ

とにある。「再利用」原則とは、製品を繰り返し利用あるいは修理、リフォームあるいは再

生利用後に引き続き使用し、製品の使用周期をできるかぎり延長し、製品の廃棄物化を防

止することである。「資源化」原則とは、廃棄物を最大限に資源に転化し、有害物質を有益

物質に転化し、それによって天然資源の消費を減少すると共に、汚染物の排出を減少する

ことである。現在の情況から見ると、資源化のルートは主に二つある。一つは、再生利用

である。これは、廃棄アルミで再生アルミを生産したり、古紙で再生紙を生産したりする

ことである。もう一つは、廃棄物を原料として利用することである。これは、発電所の石
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炭灰を建材の生産や道路建設に利用したり、都市生活ゴミを発電に利用したりすることで

ある。 

循環型経済はミクロ面において、企業に対して次ぎの事柄を要求している。それは、原

料消費の節約、資源利用効率の向上、減量化の実現である。生産過程で排出する廃棄物を

総合利用するだけでなく、その廃棄物をさらに回収・再生利用すること、それに資源の条

件と産業の配置に基づいて、生産チェーンを開拓し、産業間の共生を推進することなどで

ある。循環型経済はマクロ面において、次ぎの事柄を要求している。それは、産業構造の

配置を調整すること、それに循環型経済理念を社会経済発展の各分野・各環節で貫徹し、

全社会の資源循環利用システムを確立かつ完備することなどである。 

循環型経済理念の発生は偶然ではない。世界の経済発展の歴史を振り返ると、循環型経

済理念の発生と発展は、人間と自然の関係に対する人類の深刻な反省の結果であることが

わかる。すなわち、人類社会発展の必然的な選択である。 

産業革命以来、人類は膨大な物質的な富を作り出すと同時に、膨大な資源と環境の代価

を支払ってきた。産業化推進の初期には、天然資源供給と環境容量に限度があることを理

解していなかった。人口の持続的増加、環境規模の持続的拡大に伴って、伝統的な生産方

式がもたらす資源欠乏と環境汚染によって、人類は深刻に反省するようになった。1962 年、

アメリカの生物学者レイチェルカーソン氏は、その著作『沈黙の春』で、驚くべき事例に

よって、殺虫剤の大量使用が人類にもたらす危害を記述し、工業社会における環境危機の

警鐘を打ち鳴らした。同年、アメリカの経済学者ボールディング氏は、経済の角度から循

環型経済の概念を打ち出した。彼は人類が生活する地球を宇宙船に例えて、天然資源を不

適切に開発し、地球の受容能力を上回った場合、地球は壊滅に向かうと指摘した。そして、

資源を循環利用してこそ、持続的発展が可能であると指摘した。この観点は、循環型経済

思想の芽生えだと言える。 

20 世紀 70 年代、2回の世界的エネルギー危機が発生した。経済成長と資源欠乏との間の

矛盾が突出し、経済成長方式に対する人々の深刻な反省を誘発した。1972 年、ローマクラ

ブは、『成長の限界』と題する研究報告書を発表し、全世界に向けて「世界人口・工業化・

環境汚染・食糧生産・資源消費は現在の傾向が続けば、この惑星では今後 100 年内に成長

の限界が発生する」と警告した。この報告書の一部の観点はあまりにも悲観的だと言える。

しかし、資源の供給と環境容量は外延的経済成長を満たすことができないという観点は、

全世界の注目を集めた。同年、国連は『人類環境宣言』を発表し、「人類は自然を開発利用

すると同時に、自然保護の責任と義務を負うべきだ」と強調した。 

20 世紀 80 年代以降、人々は持続可能な開発の道を模索するようになった。1987 年、ノ
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ルウェーのブルントラント首相が『私たちの共有の未来』と題する報告で、持続可能な開

発の理念をし、持続可能な開発の内容について系統的に説明した。1989 年、アメリカのフ

ロース氏は『加工業の戦略』と題する文章で、工業生態学の概念を提出した。その中で、

産業チェーン上流の「廃棄物」あるいは副産物を下流の「栄養物」あるいは原料に転化す

ることによって、自然生態系に似通った相互依存の「工業生態システム」を形成するとい

う、エコ工業団地の建設と発展に関する理論的基礎を確立した。 

1992 年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議で、『リオ宣言』と『ア

ジェンダ 21』が採択され、本格的に持続可能な発展の実施を提案した。経済発展の過程に

おいて、開発の量と速度を重視するだけでなく、開発の質と持続可能性を重視するよう世

界各国に呼びかけた。国連環境開発会議以降、世界各国は持続可能な開発の道を積極的に

模索するようになった。ドイツは 1996 年、『循環型経済・廃棄物管理法』を発布した。そ

れに続いて日本は、『循環型社会形成推進基本法』や『資源有効利用法』など一連の法律法

規を発布した。先進国では現在、循環型経済の発展が四つの面で繰り広げられている。第

一は、企業内部の循環利用である。この代表は、アメリカデュポン社の方式である。工場

内各プロセス間の物資循環を通して、原材料の使用を減少させ、排出減少ひいては「ゼロ

排出」の目標を実現するようにしている。第二は、企業間あるいは産業間の生態工業ネッ

トワークの構築である。デンマークのカルンボエコ工業団地は、異なる工場を結び付けて、

資源の共有と副産物の交換という産業共生グループを形成し、企業が産出する排ガス・廃

熱・廃水・廃棄物を自社で循環利用すると同時に、他の企業のエネルギーや原料にしてい

る。第三は、廃棄物の回収とリサイクルシステムである。例えば、ドイツの包装物回収シ

ステム（DSD）や日本の家電・自動車・容器包装などのリサイクルシステムがそれである。

第四は、社会循環経済システムである。日本政府は循環型経済の形成を促すため、2010 年

までに三つの目標を実現することにしている。それは、2000 年と比較して資源生産率を 40％

高めること、資源の循環利用率を 40％高めること、廃棄物の最終処分量を 50％減らすこと

である。この目標を実現するため、日本政府は一連の政策と措置を策定かつ実施している。 

人類は発展過程において、利用できる天然資源に限度があり、環境の受容能力に限度が

あることを、次第に認識するようになった。人類の社会と経済は絶えず前進しており、従

来の成長方式を転換し、新しい発展方式を模索し、天然資源の消費と生態系に対する破壊

を減少することが要求されるようになった。こうした情況の下で、循環型経済が発生した

のである。 

二、中国における循環型経済発展の重要性と緊迫性 

中国共産党の第 16 回大会では、まずまずの暮らし向きの社会（小康社会）を全面的に建
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設する目標と任務が打ち出された。この戦略を実現するためには、重要な戦略的時期であ

る今世紀初期の 20 年間を確実に利用すべきである。中国は去年、一人あたりの GDP が 1000

ドルを上回り、中低所得国家の仲間入りを達成した。低所得国家から中低所得国家に転換

したばかりの段階は、国の成長にとって極めて重要な歴史的段階であることを、各国の経

験が表明している。この時期は「発展の黄金期間」であると共に、「矛盾が現れる期間」で

もある。とくに経済の高度成長と人口の持続的増大に伴って、水・土地・エネルギー・鉱

産などの資源欠乏の問題が次第に深刻化し、生態の建設と環境保全の情勢が日増しに厳し

くなる。このような情況に直面した現在、科学的発展観に基づいて、循環型経済を発展さ

せ、資源節約型社会を確立することは、極めて重要かつ逼迫した任務だと言える。 

（一）循環型経済の発展は、資源欠乏の矛盾を緩和する根本的なルート 

中国は資源の豊富な国ではない。資源の全体的保有量は多いが、一人あたりの保有量は

そう多くない。中国の一人あたり淡水資源保有量は、世界平均の 4 分の１にすぎない。16

の省（自治区・直轄市）の一人あたり淡水資源保有量は、国連が確定した 1,700 立方メー

トルの用水緊迫ライン以下である。その中、10 省（自治区・直轄市）は 500 立方メートル

にも達しておらず、厳しい水不足情況にある。また、一人あたりの耕地面積はわずか 0.1

ヘクタールにすぎず、世界平均のわずか 40％である。その中、北京・天津・上海・浙江・

福建・広東など省市の一人あたり耕地面積は、国連が定めた一人あたり耕地面積の臨界値

である 0.05 ヘクタールを下回っている。さらに、一人あたり森林保有面積は 1,266 平方メ

ートルで、世界平均保有面積のわずか 5 分の 1 である。一人あたり森林蓄積量は 9.048 立

方メートルで、世界平均蓄積量のわずか 8 分の 1 である。このほか、45 の主要鉱物一人あ

たり保有量も世界平均保有量のわずか 2 分の 1 である。石油・天然ガス・鉄鉱石・銅・ボ

ーキサイトなど重要な鉱物資源の一人あたり保有量は、それぞれ世界平均保有量のわずか

11％・4.5％・42％・18％・7.3％である。国内資源の供給が不足するため、重要な資源の

対外依存度が次第に増大している。去年、約 50％の鉄鉱石と酸化アルミ、60％の銅、34％

の原油は輸入に頼った。石油は今年の 1～8月、純輸入量が 7,600 万トンに達し、対外依存

度が 40％に上昇した。これと同時に、一部の主な鉱物資源は、採掘がますます困難になり、

採掘コストが増大し、供給情勢が極めて厳しくなった。 

中国は改革開放以来、すでにエネルギー消費の2倍増によって GDPの 4倍増を達成した。

今後、2020 年までにエネルギー消費の 2 倍増によって、再び GDP の 4 倍増を達成できると

しても、そのエネルギー供給を保障することは極めて困難である。今世紀初めの 20 年間、

中国は鉄鋼・非鉄金属・石油化学・セメントなどエネルギーを多大に消費する製品の需要

量が引き続き増大し、また自動車や家電などの需要量も大幅に増大する。それに伴って資
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源消費もさらに増大することになる。エネルギーを例に挙げると、エネルギー節約を強化

し、経済構造を合理化したとしても、2020 年の一次エネルギー消費総量は 30 億トン基準炭

に達する。そのため、国内の石炭供給は、確認埋蔵量不足・生産能力不足・輸送能力不足・

環境容量不足の四大圧力に直面することになる。国外資源を利用して国内資源の不足を補

足することもできるが、海外資源の大量輸入には避けがたいリスクが存在する。世界の資

源にも限界があるため、輸入を無制限に増大することは不可能である。資源の大量輸入に

は市場と価格のリスク、輸送能力の制約、輸入の安全保障など、さまざまな問題が存在す

る。 

まずまずの暮らし向きの社会を全面的に建設し、経済の高度成長を実現する過程におい

ては、資源消費の増大を回避することができない。しかし、伝統的な発展方式を堅持し、

資源の大量消費によって工業化と現代化を実現することは、不可能だと言える。去年下半

期以降の石炭・電力・石油・輸送の持続的緊迫が、このことを十分に表明している。すで

に、警鐘が打ち鳴らされたと言える。経済成長による資源供給の圧力を軽減するため、循

環型経済の発展を強化し、資源の高効率利用と循環利用を推進する必要がある。関連の研

究は、省エネ対策を強化した場合、エネルギーの利用効率を大幅に高めることができるこ

とを表明している。GDP1万元あたりのエネルギー消費を2002年の2.68トン基準炭から2020

年の 1.54 トン基準炭に引き下げた場合、エネルギー消費総量を 30 億トン基準炭に制御す

ることができる。また、中国では 2015 年、木材供給量が 1.4～1.5 億立方メートル不足す

ると予測されるが、木材の総合利用率を 10 ポイント高めた場合、供給不足量の 30％を補う

ことができる。再生アルミの比率を現在の 21％から 2020 年の 60％に高めた場合、3,640 万

トンのアルミ鉱石の需要を代替し、1,365 億キロワットアワーの電力と 9,100 万立方メート

ルの水を節約することができる。このことから、循環型経済の発展は資源緊迫による矛盾

を緩和し、持続可能な開発を実現する必然的な選択であることがわかる。 

（二）循環型経済の発展は、環境汚染を根本的に軽減する効果的なルート 

中国では、生態系環境の総体的悪化傾向が未だに根本的転換されておらず、環境汚染が

日増しに激化している。それは次ぎの幾つかの点に表われている。第一に、水環境が悪化

していることである。去年、全国の廃水排出総量は 460 億トンであった。その中、化学的

酸素要求量は 1,334 万トンで、未処理あるいは基準不合格の廃水が河川や湖沼に直接排出

された。また、飲用水の安全が脅かされ、生態用水が不足していた。第二に、大気環境が

楽観できないことである。去年、全国の煤塵排出総量は 1,000 万トンに達した。二酸化硫

黄の排出量は 2,159 万トンで、世界第一にランクされ、環境容量を大幅に上回った。酸性

雨面積は、国土面積の 3 分の 1 を占めた。第三に、固形廃棄物汚染が突出するようになっ
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たことである。去年、全国の工業固形廃棄物排出総量は 1,941 万トンに達した。その中、

3,000 トンの危険廃棄物は如何なる処理もされずに環境に排出され、住民の健康に危害をも

たらしかねない状況である。第四に、都市生活ゴミの無害化処理率が低く、二次汚染が厳

しいことである。2002 年、全国 660 都市の生活ゴミは、排出量が 1.36 億トン、集中処理率

が 54％で、6,200 万トンのゴミがまったく処理されなかった。調査によると、ゴミの無害

化処理率は 20％に達していなかった。このほか、家畜と家禽の糞尿、水産養殖の汚染、農

薬と化学肥料の不適切な使用によって、農村の環境問題が次第に激化し、農産物の品質安

全が脅かされている。生態系の悪化、草地の退化、水土の流失、森林生態系の質の低下、

生物多様性の激減によって、生態系の安全に著しい影響を及ぼしている。 

中国は当面、末端環境整備方式によって環境問題を解決している。このような整備方式

は、環境負荷を根本的に緩和することが困難である。なぜなら、投入が多く、費用が高く、

建設周期が長く、経済効果が低いため、企業のインセンティブが欠け、継続的な実施が難

しいからである。末端環境整備はまた、往々にして汚染物を一つの形式から他の形式に転

化しがちである。例えば、排ガスの整備では廃水が排出され、廃水の整備では汚泥が排出

され、固形廃棄物の整備では排ガスが排出され、汚染を根本的に整備することができない

ためである。 

水・大気・固形廃棄物など大量の汚染物の排出は、資源の利用レベルと密接な関係があ

り、粗放型経済成長方式と内在的関係があることを、大量の事実が表明している。試算に

よると、中国のエネルギー利用率が世界先進レベルに達した場合、一年間に二酸化硫黄の

排出量を 400 万トン削減することができる。また、固形廃棄物の総合利用率を 1 ポイント

向上した場合、一年間に廃棄物の排出量を 1,000 万トン減少することができる。さらに、

石炭灰の総合利用率を 20 ポイント向上した場合、一年間にその排出量を 4,000 万トン減少

し、環境質を大幅に改善することができる。循環型経済を発展させ、クリーナープロダク

ションを実施することは、経済と社会の天然資源に対する需要および生態系に対する影響

を最低限に減少させ、最小の資源消費、最小の環境代価によって経済の持続可能な成長を

実現することができる。それによって、経済発展と環境保全の矛盾を根本的に解決し、経

済が発展し、生活が豊かになり、環境のよい発展の道を開拓することになる。 

（三）循環型経済の発展は、経済効果向上の重要な措置 

改革開放 26 年来、経済構造調整の強化、および技術改造と管理改善の加速によって、中

国の資源利用効率は大幅に上昇した。しかし、総体的に見ると中国の資源利用効率は先進

国と比較すると極めて低く、企業の生産コスト低下と経済効果向上を妨げる重要な原因と

なっている。中国の資源利用効率の問題は、次ぎの四つの点に概括することができる。 
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一は資源生産性が低いことである。現在の外為レートに基づいて計算すると、2003 年の

中国 GDP は世界 GDP の 4％を占めた。しかし、主要資源の消費比率はこの比率を大幅に上回

り、石油が 7.4％・原炭が 31％・鉄鋼が 27％・酸化アルミが 25％・セメントが 40％に達し

た。中国の用水総量はアメリカとほぼ同じだが、GDP はアメリカのわずか 8 分の 1 である。

1トンあたりの石炭消費で産出する GDP は、世界平均レベルの 30％である。このことから、

外為レートの要素を考慮しても、中国の資源生産性は先進国と比較すると極めて低いこと

がわかる。 

二は資源の利用効率が低いことである。2000 年、中国の 8つのエネルギー高消費業界（冶

金・非鉄金属・電力・化学工業など）の単位あたり製品のエネルギー消費は、世界先進レ

ベルを 40％以上も上回った。主なエネルギー消費設備のエネルギー効率は非常に低い状態

にある。例えば、送風機・ポンプは、国外の先進レベルと比較すると平均設計効率が 5 ポ

イント低く、システムの運転効率が 20 ポイントほど低くなる。自動車の 100Km あたりガソ

リン消費は、ヨーロッパと比較すると 25％、日本と比較すると 20％、アメリカと比較する

と 10％多くなる。トラックの 100Km あたりガソリン消費は、世界先進レベルの 2 倍以上と

なる。単位あたり建築面積の暖房エネルギー消費は、気候条件が類似した先進国の 2～3倍

となる。2002 年、中国の GDP10,000 元あたりの取水量は 537 立方メートルで、世界平均レ

ベルの 4 倍であった。中国の工業用水循環利用率は 60％にすぎず、世界先進レベルと比較

すると 15～25 ポイント低くなる。農業灌漑用水の利用変数は、世界先進レベルのわずか 2

分の 1 である。多くの都市において、水道管の漏水損失率は 20％を上回っている。土地資

源の利用率が極めて低く、浪費が突出している。 

三は資源の総合利用レベルが低いことである。現在、中国の鉱物資源の平均回収率は 30％

にすぎず、世界先進レベルと比較すると 20 ポイントほど低くなる。共生・随伴鉱石の総合

利用率は 35％である。石炭には 20 数種の鉱石が共生・随伴するが、絶大多数の鉱石が廃棄

されている。超大型の複雑な多金属鉱床では、尾鉱の利用率がわずか 10％程度である。中

国では木材の総合利用率が 60％程度にすぎないが、先進国では一般的に 80％に達している。

これと同時に、廃水・排ガス・固形廃棄物の総合利用も極めて不十分である。2003 年、工

業固形廃棄物の総合利用率はわずか 55.8％で、累計堆積量が数十億トンに達し、大量の土

地が占有されている。 

四は再生資源のリサイクル率が低いことである。2003 年、中国鉄鋼工業の廃鋼利用は

5,800 万トンで、粗鋼生産量の 26％を占めるにすぎなかった（世界平均レベルは 43％）。再

生銅の生産量は 93 万トンで、銅生産量の 22％を占めるにすぎなかった（世界平均レベルは

37％）。再生アルミの生産量は 145 万トンで、アルミ生産量の 21％を占めるにすぎなかった

213



（世界平均レベルは 40％）。再生タイヤはタイヤ生産量の 4％を占めるにすぎなかった（先

進国では 10％を占める）。その中、乗用車の再生タイヤはほとんど生産されなかった（EU

では再生タイヤが 18.8％を占める）。このほか、中国では毎年、大量の家電・電子製品・非

鉄金属・紙・プラスチック・ガラスが廃棄され、資源の効率的利用とリサイクルがほとん

ど実施されていない。 

低いレベルの資源利用は、企業の生産コスト低下・経済効果向上・競争力強化を著しく

妨げている。循環型経済発展の強化、資源利用効率の向上、国際競争力の増大は、中国が

直面する重要かつ逼迫した任務だと言える。 

（四）循環型経済の発展は、新しい貿易保護主義に対応するための喫緊課題 

経済のグローバル化の発展過程において、関税障壁の役割が日増しに弱められ、「グリー

ン障壁」を含む非関税障壁の役割が日増しに増大している。近年、一部の先進国は自国の

利益を保護するため、資源や環境の分野で自国がすでに達成し、発展途上国が未だに達成

していない技術基準を策定し、端末製品を環境保全の要求に適合させるよう求めるだけで

なく、製品の研究・開発・生産・包装・輸送・使用・リサイクル家庭においても環境保全

の要求に適合させるよう求めている。例えば EU は、包装物の 95％が回収利用可能な物質で

あることを明確に要求している。去年の 2月、欧州連盟は、「欧州廃電気電子機器リサイク

ル指令（WEEE）」と「特定有害物質使用禁止指令（RoHS）」を発布した。これら『指令』は、

2005 年 8 月 13 日以降、メーカーに廃電気電子機器の回収・処理を担当させることを規定し

ている。また、2006 年 7 月 1日以降、欧州連盟が販売する 10 大類 100 種あまりの電気電子

機器には、鉛・水銀・カドミウムなど 6 種類の有害物質使用を規制することを規定した。

このほか、生態系と気候変動に対する国際社会の重視程度に伴って、省エネを主な目的と

するエネルギー効率基準、ラベルが新たな非関税障壁となった。 

これら非関税障壁は、中国の対外貿易発展、とくに輸出拡大に対して大きな影響を及ぼ

している。現在、中国はすでに「グリーン障壁」など非関税障壁の最大の被害国となって

いる。欧州連盟の上記二つの『指令』は、電気電子関連の製品だけでなく、欧州連盟に対

する中国の機電製品全体に影響を及ぼすことになる。日増しに厳しくなる非関税障壁に対

応するため、中国はクリーナープロダクションの推進および循環型経済の発展を重視して、

自国の製品を資源節約と環境保全の国際基準に適合させなければならない。 

（五）循環型経済の発展は、人間本位と持続可能な開発を実現するための必要 

 伝統的な高消費成長方式は、天然資源に対する過度の採掘によって、生態系退化の加速

と自然災害の増大をもたらし、人類の健康に危害をもたらすことになる。関係部門の試算

によると、中国では大気汚染によって、1億人以上が汚染された大気環境で生活し、一年間
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に約 1500 万人が気管支炎にかかるようになっている。水質汚濁によって、飲用水の安全が

脅かされ、生存条件が悪化している。固形廃棄物の堆積によって大量の寄生生物が発生し、

廃棄物の浸出液によって地表水と地下水が汚染されている。これらすべては、いずれも風

土病と職業病の重要な原因となり、人々の健康に著しい影響を及ぼしている。 

人間はもっとも貴重は資源である。発展を加速し、まずまずの暮らし向きの社会を建設

する目的は、国民の生活水準と生活質を向上することにある。そのためには、発展過程に

おいて「人間本位」を堅持し、経済効果を追求すると共に、生態効果をも重視することが

要求される。また、経済成長を加速すると共に、住民の生活条件を改善し、人々に清潔な

水・空気・食物を提供すべきである。この目的を達成するには、循環型経済を発展させ、

資源節約と総合利用を推進し、生態建設と環境保全を強化し、科学技術レベルが高く、経

済効果が良く、資源消費が少なく、環境汚染が少ない、人的資源の優位性を十分に発揮で

きる新しいタイプの工業化の道を模索すべきである。それによって、最小の資源消費と環

境代価で、経済と社会の持続可能な成長を実現するのである。 

総体的に見ると循環型経済の発展は、資源節約型かつ環境保全型の生産方式および消費

方式の確立にプラスとなり、経済成長の品質および効果の向上にプラスとなり、資源節約

型社会の建設にプラスとなり、人間と自然の調和にプラスとなり、「人間本位」を十分に体

現することができる。これは持続可能な発展観の本質的要求と合致し、まずまずの暮らし

向きの社会を建設する雄大な目標を全面的に実現するための必然的な選択である。これは

また、中華民族の長期発展の根本大計でもある。われわれは、戦略的見地および全局的視

野から循環型経済発展の重要性と逼迫性を認識し、自覚性と責任感をさらに強化すべきで

ある。 

 三、中国における循環型経済発展の基礎と存在する主な問題 

 循環型経済は一種の新しい発展方式および発展理念として、中国に導入されてからそれ

ほど長い時間が経っていない。しかし、総体的に見ると、循環型経済発展に関する活動は

一定の基礎がある。改革開放 20 数年来、とくに中央政府が二つの根本的転換の加速を打ち

出して以来、中国は資源節約・総合利用・クリーナープロダクションを推進する面で、ま

た循環型経済の発展方式を模索する面で大きな成果を勝ち取った。 

 減量化について。主に二つの面で活動を展開した。一つは、資源節約を強化すると同時

に、資源利用効率を向上したことである。1980 年代、中央政府は「節約を第一位に置き、

資源の開発と節約を共に重視する」という方針を打ち出した。国家の関係部門は、エネル

ギー・資源・水の節約を国民経済および社会発展計画に組み込み、一連の法規・政策・基

準・制度を策定し、資源節約の面で顕著な成果を勝ち取った。国家統計局によると、2003
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年の 10,000 元あたり GDP のエネルギー消費は 1990 年と比べると 50％ほど減少した。それ

によって、エネルギーの累計節約量は 7 億トン基準炭に相当する。また、工業用水の重複

利用率も 15 ポイントほど上昇した。もう一つは、クリーナープロダクションを積極的に推

進し、源泉から汚染物の排出を減少したことである。1990 年初期、中国はクリーナープロ

ダクションを推進するようになった。一定の努力を経て第九次五ヵ年計画期間以降、数千

社の企業がクリーナープロダクションを実施するようになった。国は、クリーナープロダ

クションに関する技術開発や技術改造を重点的に支持した。それによって、企業の汚染防

止能力が次第に強化されるようになった。2003 年 1 月、『クリーナープロダクション促進法』

が発布された。国務院はまた、国家発展改革委員会などの部門の『クリーナープロダクシ

ョンの推進に関する意見』を認可して各地に発行した。それによって、中国のクリーナー

プロダクションは法に基づいて推進かつ実施される新たな段階に入った。 

資源化と再利用について。国務院は 1996 年、国家経済貿易委員会などの部門の『資源総

合利用の展開に関する意見』を認可した。また、資源の総合利用を国民経済および社会発

展の長期的戦略方針に確定し、企業の資源総合利用を激励する税金減免の優遇政策を策定

した。中国の資源総合利用は政策の扶助と誘導の下で、規模が拡大し、技術が向上した。

また、都市と農村の廃棄物資回収網および区域的な廃棄金属・廃棄プラスチックなどの集

散市場が形成された。それによって、企業内と企業間の廃棄物に関する資源総合利用およ

び再生資源回収利用が展開され、良好な経済効果と社会効果を勝ち取った。2003 年、全国

工業固形廃棄物の総合利用率は 55.8％に達した。その中、石炭灰の総合利用率は 1990 年の

26.5％から 2003年の 65％に、石炭のぼたの総合利用率は1990年の 38％から 2003年の 56％

に向上した。全国では、廃棄された金属・機電製品・製紙原料・化学原料などが一年間に

6,000 万トン以上回収されるようになった。その中、鉄くずは 3,200 万トン、古紙は 1,000

万トンに達している。この間、山東魯北化学工場・広西貴糖・済南鉄鋼など、資源の総合

利用と循環利用のモデル企業が現れた。多くの企業は、ガラス容器・ダンボールなど包装

物の回収利用と循環利用を繰り広げるようになった。現在、全国では再生タイヤの生産量

が 500 万本以上に達している。近年はさらに、廃棄機電製品の再製造が模索されており、

廃棄製品の再利用がより高いレベルに達している。 

これと同時に、各地区と各関係部門は循環型経済の発展モデルを総括・模索する面で、

目覚しい進展を勝ち取った。近年、一部地区では国外の循環型経済発展の経験を参考とし

て、エコ工業団地やエコ農業の実践を行っている。一部の省（自治区・直轄市）は、循環

型経済発展・資源節約型都市建設・生態都市建設などの目標を打ち出し、それに関する計

画や法規を策定している。とくに、中国共産党の十六期三中総会で科学的発展観の構想が
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提出されて以来、関係部門は循環型経済と資源節約型社会についての「第十一次五ヵ年計

画」や発展戦略に関する研究を実施し、循環型経済立法の準備活動に着手すると共に、循

環型経済発展に対する広報の度合を強化している。 

中国は、循環型経済を発展させる面で一定の基礎がある。しかし、総体的に見ると、循

環型経済の発展には困難と障害が存在する。例えば、循環型経済発展の重要性に対する認

識が不足していること、循環型経済の発展を指導する総体計画と推進計画が策定されてい

ないこと、資源利用の指標体系と審査体系が不健全なこと、法律法規体制とりわけ再生資

源回収利用面の法規が策定されていないこと、効果的な激励政策・回収処理体系・費用徴

収メカニズムが確立されていないこと、技術開発と技術応用が不十分で国情に適合する循

環型経済の技術支持体系が不健全なこと、循環型経済の宣伝・教育・養成活動が重視され

ていないこと、企業の資源環境面での管理制度が不健全なことなどの問題が存在している。 

 四、循環型経済発展の加速に関する全体の考え方と主要措置 

 国家発展改革委員会は今年の初め、循環型経済の発展を推進かつ指導するため国内外の

循環型経済発展の実践に対する調査と分析を踏まえて、『循環型経済を加速させるための対

策措置に関する報告』を作成した。この『報告書』には、国務院の指導者が重要な指示を

書き記した。その後、国務院指導者の指示に従って関係部門と協力し、『循環型経済の推進

に関する意見』を起草した。この『意見書』は、循環型経済の発展に関する指導的文書と

して、国務院が発布することになっている。ここでは、循環型経済発展の全体的な考え方

と対策措置について、初歩的意見を述べることとする。 

（一）循環型経済発展の指導思想・主要原則・近期目標 

指導思想：共産党の第十六回大会と十一期三中総会の精神を真剣に貫徹実施し、科学的

発展観を指導とし、資源利用の適正化を核心とし、資源生産性向上と廃棄物排出削減を目

標とし、技術刷新と制度刷新を原動力とし、法体制の確立を強化し、政策措置を完備し、

政府が強力に推進し、市場の役割を果たし、公衆が自主的に参加するメカニズムを形成す

る。中国の国情に適応し、循環型経済の発展に有利なマクロコントロール体系と運行メカ

ニズムを確立し、中国の特色ある循環型経済発展方式を形成し、資源節約型社会の建設を

加速する。 

主要原則：経済社会の持続可能な発展の堅持を根本目的とし、人間と自然の調和のとれ

た発展を実現する。新しい工業化方式の道を堅持し、資源節約と環境保全に有利な生産方

式と消費方式を形成する。構造調整推進を堅持し、科学技術進歩と管理強化に依拠し、資

源利用効率を向上する。市場メカニズムと政府マクロコントロールの結び付き、法制管理

と政策激励の結び付き、政府推進と社会参加の結び付きを堅持し、循環型経済発展を推進
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する政策体系と社会環境を形成する。 

 近期目標。2010 年までに比較的完備した循環型経済の法律法規体系・政策支持体系・技

術刷新体系、および効果的な奨励・規制メカニズムを確立する。循環型経済の指標評価体

系を確立し、循環型経済発展の中長期戦略目標および段階的推進計画を策定する。重点業

界において資源利用効率を大幅に向上し、資源生産性が高く汚染排出率が低いクリーナー

プロダクション企業群を形成する。重点分野において資源循環利用体系を確立し、資源循

環利用メカニズムを完備する。循環型経済発展方式に適合する若干のエコ工業団地・エコ

農業区・資源節約型都市を確立する。全国の資源生産性を大幅に向上し、廃棄物排出量を

大幅に削減し、資源節約・環境保全・経済良好な国民経済体系と資源節約型社会の基盤を

確立する。 

 （二）循環型経済発展の基本的ルートと重点 

循環型経済の発展では、資源節約と省エネを推進し、資源利用効率を向上し、天然資源

の消費を減少させる。クリーナープロダクションを全面的に推進し、生産とサービス過程

の源泉から汚染物の排出を減少させる。資源の総合利用を強化し、各種の廃棄物と再生資

源を十分に利用し、廃棄物の最終処分量を減少する。環境保全産業を発展させ、資源の効

率利用と循環利用に物質面と技術面の保障を提供する。今後一定期間は、次ぎの五つの面

において重点的に活動を展開する。 

資源の採掘において、資源の総合開発と回収利用率を重点的に向上する。鉱物資源の開

発は統一的に計画し、共生鉱石と随伴鉱石の総合的な開発利用を強化し、総合探査・総合

開発・総合利用を実現する。資源の採掘管理を強化し、資源の探査と開発条件を確定し、

資源の開発利用方式を改善し、資源保全式の開発を実現し、鉱物資源の高度加工技術の開

発を推進し、製品の付加価値を増大し、鉱業の適正化配置とレベルアップを実現する。中

国の鉱物資源の特徴に適合する採掘技術・精選技術・精練技術を開発し、二次採掘率と総

合採掘率を向上し、鉱山貧化率を減少させ、鉱山の寿命を延長する。尾鉱・廃鉱石の総合

利用を推進する。 

資源の消費において、資源利用効率の向上を強化する。鉄鋼・非鉄金属・電力・石炭・

石油化工・化工・建材・紡績・軽工業など重点業界の資源消費（エネルギー・原材料・水

などを含む）に対する管理を強化し、エネルギーと資源の効率利用と循環利用を実現し、

資源産出効果の向上に努力する。モーター・自動車・コンピューター・家電などの機械製

造企業は、製品設計から手掛けて、資源利用率が高く、汚染排出量が少なく、廃棄後のリ

サイクルに便利な技術と生産プロセスを優先的に採用する。また、小型で軽量な、再生可

能な部品や材料を優先的に採用し、設備の製造技術を高める。包装業界は、実用性のない
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材料の消費を減少する。 

廃棄物の排出において、資源の総合利用を展開する。冶金・非鉄金属・電力・石炭・石

油化工・建材・製紙・醸造・染色・皮革など廃棄物の排出量が多く、汚染が厳しい重点業

界に対する管理を強化し、廃滓・廃水・排ガスの総合利用率を向上する。建築廃棄物、お

よび畜禽糞尿や麦藁などの農業廃棄物を総合利用する。バイオエネルギーを積極的に開発

し、メタンガスを普及し、生態農業の発展を強化する。異なる業界の産業チェーンを結び

付けて、廃棄物の循環利用を実現する。都市生活汚水の再生利用と都市生活ゴミの資源化

を加速する。建材・鉄鋼・電力など業界の廃棄物の吸収機能を十分に発揮し、廃棄物の最

終処分量を減少する。 

再生資源の排出において、各種廃棄資源の回収利用と循環利用を強化する。廃棄鉄鋼・

廃棄非鉄金属・古紙・廃プラスチック・廃タイヤ・廃家電・廃電子製品・古着・廃機電製

品・包装物などの回収利用と循環利用を積極的に推進する。自動車エンジンなど廃棄機電

製品の再製造を支持する。ゴミの分別収集システムを構築し、再生資源の回収・加工・利

用体系を完備する。海外の廃棄物と有毒有害物資の輸入を厳格に規制すると同時に、二つ

の市場、二種類の資源を十分に利用し、リサイクル産業の国際貿易を積極的に発展させる。 

社会消費において、グリーン消費を提唱する。持続可能な消費観を確立し、健康的で文

明的、資源節約と環境保全に有益な生活方式と消費方式を提唱する。エネルギー効率標識

製品・省エネ節水認証製品・環境ラベル製品などのグリーン商品の使用を激励する。過剰

包装などの資源浪費行為に反対する。政府機構は率先してエネルギー・水・材料・食糧な

どを節約し、ゴミの分別収集を実施し、使い捨て製品の使用を減少する。それによって、

公民の自覚的行為を促すようにする。 

（三）循環型経済形成の主要措置 

 中央政府の要求に基づいて、上述の指導思想・主要原則・基本方式、および重点分野を

結び付けて、循環型経済形成に関する下記十項目の措置を提案し、討議に供する。 

1．観念の転換。これは循環型経済形成の重要な前提である。党中央、国務院は循環型経

済の形成を非常に重視している。今年 3 月に開かれた人口と資源環境活動座談会の席上、

胡錦涛総書記は「科学的発展観の樹立と実行は、その重点を経済成長の品質と効果の向上

に置くべきであり、速度・構造・品質・効果の統一、経済の発展と人口・資源・環境の調

和を実現するために努力しなければならない。発展を推進する過程で、資源と環境の受容

能力を十分考慮し、循環型経済の形成を積極的に推進し、自然生態系と社会経済システム

の良性循環を実現し、後の世代に十分な発展の条件と発展の空間を残さなければならない」

と強調した。温家宝首相も、「資源の節約利用を重点として、循環型経済の形成を強化する。
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開発と節約を同時に推進し、資源の節約利用を優先的地位に置き、資源節約型社会の建設

を堅持する。当面は石炭と石油の節約、および節電と節水、それに重要原材料消費の削減

に力を入れるべきである。資源消費の削減技術の普及に努め、クリーナープロダクション

を大いに発展させる。都市と農村の廃棄物と資源のリサイクルシステムを確立し、資源の

循環利用率と無害化処理率を高めるようにすべきである」と要求している。胡錦涛氏と温

家宝氏の談話は、循環型経済形成の方向を示したと言える。我々は、胡錦涛氏と温家宝氏

の談話の精神を真剣に貫徹実行すべきである。 

 循環型経済の形成は、科学的発展観を樹立かつ実行する具体的行動である。今回の会議

は中央の指示を貫徹し、循環型経済形成の推進を加速する実際的行動である。循環型経済

を発展させるには、従来の伝統的発展の思考と方式から抜け出し、共産党第十六期三中総

会で打ち出された人間本位の考え方によって、全面かつ調和のとれた持続可能な科学的発

展観に統一すべきである。伝統的な発展観は、物質の成長を重点とし、人間の全面的発展

を無視し、単なる経済の成長を経済の発展と見なし、経済社会の全面的発展を無視し、GDP

を国家あるいは地区の発展を評価する唯一の基準と見なし、人文・資源・環境の指標を無

視し、自然界を単純に人類の生存と発展に必要な物質を獲得する対象と見なし、自然界が

人類の生存と発展の基礎であることを無視している。従来の発展観の影響によって、人類

は歴史的に未曾有の経済成長の奇跡を作り出して豊富な物質的財宝を蓄積する一方、また

そのために大きな代価を払った。循環型経済を形成し、経済成長方式の根本的転換を実現

するには、発展に対する考え方を更新し、発展の構想を整理し、物質的富の成長と人間の

全面的発展の関係を弁証法的に認識し、物質を重視し人間を軽視する発展の考え方を変更

し、経済の成長と経済の発展の関係を弁証法的に認識し、経済成長を簡単に発展と見なす

考え方を変更し、人間と自然の関係を弁証法的に認識し、単純に自然を利用・征服する考

え方を変更しなければならない。資源は経済の成長に対し非常に重要なサポートの役割を

果たし、必要な資源の保証がなくなれば経済の持続的成長は不可能である。しかし、資源

は経済の成長に対して非常に重要な制約の役割をも果たし、資源の受容能力が経済成長の

速度・構造・方式を制約することもある。発展の考え方としては、開発を重視して節約を

軽視し、速度を重視して効果を軽視し、外延の発展を重視して内包の発展を軽視し、GDP の

成長だけを追求して資源と環境を無視する傾向を徹底的に改め、経済成長方式の転換を加

速し、循環型経済の形成を確実に推進すべきである。 

 2．計画を確実に遂行する。当面は、科学的発展観と「五つの統一計画」の要求に基づい

て、「第十一次五ヵ年計画」の策定に務めている。マスタープラン・各種特別計画・区域計

画・都市計画などの策定過程において、循環型経済の形成を重要な位置に置くようにする。
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循環型経済の形成を「第十一次五ヵ年計画」の重要な指導原則とし、循環型経済の理念に

よって各種計画の策定を指導する。同時にまた、計画の策定過程では、循環型経済形成に

関する研究を強化し、省エネや節水、資源綜合利用、再生資源の回収利用など、循環型経

済形成の重点分野に関する特別計画策定活動を加速する。今年、発展改革委員会は、「省エ

ネ中長期特別計画」を策定し、国務院に報告して審査認可を求めた。現在は、「石油の節約

および代替計画」・「節水特別計画」・「海水利用特別計画」・「資源綜合利用特別計画」を策

定中である。計画策定の質を高めるため、各方面の意見を幅広く聴取している。 

 これと同時に、科学的な循環型経済の指標評価体系を確立する。資源の生産性、資源の

消費率、資源の回収率、資源の循環利用率、廃棄物の最終処分率などを基本的枠組みとし

た循環型経済指標評価体系および関連の統計制度に対する研究を加速し、その上で主要指

標を国民経済と社会発展計画に組み入れることとする。この基礎を踏まえて、国の循環型

経済形成の戦略目標と段階的推進計画を提出する。各地区・各業種は各自の実際状況と結

び付けて、実行可能な循環型経済形成の推進計画を策定し、活動の目標と重点を明確にす

べきである。 

 3．構造の調整。産業構造・製品構造・エネルギー消費構造の調整を加速することは、循

環型経済形成の重要な内容である。新しい工業化の要求に基づいて、大型設備の製造業を

振興させ、ハイテク産業化を加速し、情報化を積極的に推進し、ハイテクと先端適用技術

によって既有産業と既有生産プロセスを改造し、後進的な設備・生産工程・技術を淘汰す

る。当面と今後の一定期間は、中央の指示に基づいてマクロコントロールと政策指導を強

化し、一部の地区と業種の盲目的投資、低レベルの重複建設を規制する。とくに、エネル

ギーと水を大量に使用する汚染企業、資源を浪費する産業、および開発区のむやみな建設

を厳しく制限する。エネルギーや資源の消費が多く、汚染の厳しい後進的な生産工程・技

術・設備を規制かつ淘汰する。また、エネルギー消費と汚染排出が少ない産業の発展を加

速する。｢産業構造調整暫定規定｣､「産業構造調整指導目録」および重点業種の産業政策と

市場進出認可基準の策定を加速し、「サービス業発展の加速に関する指導意見」を早急に制

定し、サービス業、とくに現代サービス業の迅速かつ健全な発展を促進する。 

 同時に、資源条件と区域特徴に基づき、循環型経済の理念によって区域の発展、産業形

態の転換と旧工業拠点の改造を指導し、区域の産業配置の合理的調整を促進する。開発区

の建設は、循環型経済の方式に基づいて計画・建設・改造し、工業団地に進出する企業に

対し、土地・エネルギー資源・水資源の利用および汚染物排出綜合規制の要求を提出し、

産業集約と工業生態効果を十分に発揮し、重要な資源をめぐって関連産業を発展させ、資

源を循環利用する産業チェーンを形成する。ただし、資源条件・産業配置・市場需要およ
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び経済と環境コストを考慮せず、産業チェーンだけを強調し、規模を追求する方式を避け

るべきである。 

 4．法体制を完備する。これは循環型経済の形成を実現する重要な保証である。中国はす

でに「エネルギー節約法」と「クリーナープロダクション促進法」、それに関連法規を発布

したが、総体的に見ると循環型経済面の法制建設が依然として脆弱で、循環型経済形成の

要求に適応していない。 

 中国の国情と結び付けて、先進国の経験を借用し、完備した循環型経済法規体系を研究

かつ確立する。「循環型経済促進法」の立法を加速し、「資源綜合利用条例」、「廃タイヤ回

収利用管理条例」・「包装物回収利用管理方法」などを含む循環型経済形成に関する特別法

規の策定を急いでいる。発展改革委員会は関係部門と共に、「廃家電および電子製品回収処

理管理条例」を起草し、生産者責任制度の確立を打ち出し、メーカー・販売業者・回収処

理業者、および使用部門と消費者の責任と義務を明確にした。同時に廃家電回収処理の特

別基金を設立し、廃家電および電子製品の回収処理と循環利用を促進するよう提案した。

我々は、循環型経済に関する基準規範および関連制度の策定を加速すべきである。その重

点は、エネルギー利用の主要設備のエネルギー効率基準、用水重点業種の取水定額基準、

エネルギー消費主要業種の省エネ設計規範、強制的エネルギー効率標識制度、およびリサ

イクル製品のラベル制度である。今年、発展改革委員会は品質検査総局と共に、「エネルギ

ー効率標識管理方法」を策定かつ公布し、来年の 3 月から実施することにしている。今後

とも活動の度合を引き続き強化し、法律法規および相応基準体系の策定完備によって、循

環型経済の形成活動を法制化の軌道に乗せるようにする。 

 監督検査を強化し、関連の制度を確実に実施する。当面は資源節約の特別検査活動を組

織・展開し、エネルギーと水の高消費地区と重点業種の省エネとの節水状況、エネルギー

を使用する製品のエネルギー効率基準、建築省エネ設計基準の執行状況、用水計画と取水

定額の執行状況などを重点的に検査し、消費節約削減活動の展開を推進する。同時に、各

地区と各業種は厳格に環境を管理・監督する。汚染物の排出が国および地方の規定した基

準あるいは総量規制指標を超過する企業、および有毒有害原料を使用する生産企業あるい

は生産過程で有毒有害物質を排出する企業に対しては、法に基づいて強制的にクリーナー

プロダクションの審査と確認を実施し、環境保全部門と協力してクリーナープロダクショ

ンの審査確認方案の実施を保障し、源泉を初め全過程で汚染物の減量化・資源化・無害化

を実現する。 

 5．政策を完備する。改革の深化を通じて、循環型経済形成の促進に有利な体制条件と政

策環境を創出する。財政税政・投資・信用貸付・価格などの政策手段を総合的に運用し、
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市場の主体行為を調節し、自主的に資源を節約し、環境を保護するメカニズムを確立する。 

 第一、投資体制の改革と結び付けて、投資政策を調整・実行し、循環型経済形成の資金

サポートを拡大する。循環型経済の形成を政府投資の重点分野とし、重要プロジェクトに

対して直接投資・資金補助・利子補填の支援を与える。社会投資に対する政府投資の誘導

の役割を発揮する。とくに、循環型経済の形成に有利な重点プロジェクトに対して各種金

融機構の貸付を誘導する。 

 第二、価格改革を一段と深化させ、循環型経済の形成を促進する価格政策と料金政策を

研究かつ実行する。資源性製品と最終製品の価格関係を積極的に調整し、天然資源価格の

形成メカニズムを完備し、水道料金、電気料金など価格調整を通じて、市場による資源配

置の基礎的役割を十分に発揮する。発展改革委員会は今年、水道料金と電気料金の調整政

策を公布したが、その目的はエネルギー高消費、高汚染業種のむやみな発展を規制し、資

源の合理的な開発・使用・節約・保護を促進することにある。次の段階は、関係部門と共

に循環型経済の形成を促進する価格政策と料金政策を引き続き完備することにある。例え

ば、水資源料金の徴収範囲を拡大し、徴収基準を適当に引き上げる。適時に汚水処理料金

基準を引き上げ、再生水の価格を合理的に確定し、住民生活用水の階段式価格制度の確立

を加速する。ピーク時とベース時および豊水期と渇水期の異なる電気価格の実施に力を入

れ、その実施範囲を拡大する。国が淘汰あるいは制限する項目およびエネルギー高消費企

業に対しては、国家産業政策に基づいて差別電気価格を厳格に実施する。 

 第三、財政税政政策を完備し、循環型経済形成に対する支持力を強化する。今年、発展

改革委員会は業種協会と専門家を組織して、「省エネ製品目録」と「政府の省エネ購入に関

する意見」を研究かつ発表し、財政部門と共に目録内製品の生産者と使用者に対する税収

優遇政策を研究し、目録中の製品を政府購入範囲に列挙することにしている。資源綜合利

用の税収優遇政策を引き続き完備させ、回収困難な大型再生資源の回収処理に対する、料

金あるいはデポジット制度実施の可能性について研究している。生態回復と環境保全の経

済保障メカニズムの確立を積極的に模索する。 

 第四、企業改革を引き続き深化し、循環型経済の促進に有利な企業組織構造を確立する。

効果的な措置を講じ、企業間の単線的な生産方式と｢大型かつ全面｣、「小型かつ全面」とい

う組織構造を打破するよう企業を激励する。また、社会分業と製品生産の内在的連携に基

づいて、循環型経済の要求に適合した生態工業網の確立に有利な経済政策を研究策定し、

関連度合を強化して、資源の利用効率を向上し、廃棄物の排出を減少し、製品の使用周期

を延長し、企業間の資源共有と副産物相互交換を促進し、循環型経済の形成にプラスとな

るミクロ的基礎を築き上げる。 
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 6．科学技術に依拠する。科学技術は循環型経済形成の重要な依拠である。近年、中国は

資源利用効率の向上面で技術的に幾らか進展したが、総体的に見るとまだ立ち遅れており、

関連の技術情報のルートも疎通されていない。 

 今後の活動においては、循環型経済の形成を制約する技術的ボトルネックの解決に務め

る。普遍的に普及する意義のある資源節約と代替技術、エネルギーの段階式利用技術、産

業チェーンと関連産業チェーンの連結技術、「ゼロ・エミッション」技術、有毒有害原料の

代替技術、資源の回収処理技術、グリーン再製造技術、再利用コスト削減技術などを重点

的に開発し、そのモデルを重点的に普及する。単位あたり資源消費の産出レベルを絶えず

高め、資源消費を高成長から低成長へ、さらにゼロ成長へと転化し、汚染排出量をプラス

成長からゼロ成長へ、さらにマイナス成長へと転化し、源泉から資源の制約と環境に対す

る負荷を緩和する。 

 また、循環型経済の情報システムと技術コンサルティングサービス体系の確立を積極的

に支持し、適時に関連の循環型経済の技術・管理・政策などの情報を社会に公布し、情報

コンサルティング・技術普及・宣伝養成などの活動を展開する。業種協会・省エネ技術サ

ービスセンター・クリーナープロダクションセンターなどの役割を十分に発揮する。積極

的に国際交流と国際協力を推進し、国外の循環型経済推進の成功した経験を参考にし、核

心的技術と設備を導入する。 

 7．モデルの普及。循環型経済の形成を加速するため、発展改革委員会は、重点業種・重

点分野・工業団地・関連都市で、循環型経済のパイロット活動を実施する。パイロット活

動を通じて重点業種・重点分野・工業団地・関連都市において、循環型経済形成の方式、

重要技術領域と重大プロジェクト領域、循環型経済の総合評価指標体系を提出する。また、

再生資源回収ネットワークを充実し、回収処理の技術路線を明確にし、再生資源の循環利

用を促進する法規・政策・措置を策定し、循環型経済の方式に基づいて工業団地を計画・

建設・改造する構想および都市の発展構想を提出する。先進的なモデルを樹立し、循環型

経済の形成を加速するためのモデルおよび参考となる経験を提供し､循環型経済形成を推

進する計画制定に参考を提供する。 

 このパイロット活動は、主に地方政府の発展改革委員会（経済貿易委員会）および関連

の業種に依拠する。発展改革委員会は循環型経済パイロット活動調整グループと専門家チ

ームを組織し、国債資金あるいは財政予算資金を利用して、循環型経済の重要プロジェク

トに対する支持力を強化する。今年の年末までに、パイロット活動の前期準備を終了し、

パイロット活動方案を確定し、パイロット活動の条件を整え、来年から正式に起動する。 

 「クリーナープロダクション促進法」を真剣に実施し、国務院のクリーナープロダクシ
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ョン加速に関する意見を貫徹実行し、企業において全面的にクリーナープロダクションを

遂行する。発展改革委員会は国家環境保護総局と共に、クリーナープロダクション先進企

業の創建活動を展開することになっている。現在は、その具体的実施方法を策定中であり、

先進的なモデルの経験を普及することによって、多くの企業におけるクリーナープロダク

ションの実施を加速し、循環型経済の形成にミクロ的基礎を築き上げる。 

 8．管理の強化。企業は経済活動の主体であり、資源の消費、廃棄物の発生と排出の主体

でもある。企業の資源と環境に対する管理を強化することは、循環型経済形成の基礎だと

言える。企業は、経済と資源環境の調和のとれた発展の意識を樹立し、商業目標と環境目

標の間で最良のバランス点を捜し求める。現代企業制度確立の要求に基づき、資源節約の

管理制度を確立かつ完備する。資源消費の定額管理・生産コスト管理・全面品質管理を強

化し、職場・作業班・作業グループの責任制を確立し、計量制度や統計採算制度を確立し、

物品と材料のバランスを強化する。効果的な奨励メカニズムと制約メカニズムを確立し、

諸般の審査制度を充実し、節約奨励と浪費処罰を堅持し、従業員の消費節約と綜合利用の

積極性を呼び起こすようにする。 

 「クリーナープロダクション審査暫定方法」の要求に基づいて、企業に対するクリーナ

ープロダクション審査を強化し、条件のある企業が自主的に展開する環境管理体系の認証

活動を奨励し、企業のクリーナープロダクション・レベルの向上を促進し、エネルギーと

原材料の利用率を向上し、汚染物の発生と排出の削減を目指して努力する。 

 9．宣伝教育。循環型経済の形成は各業種と各家庭に関わる事業であり、政府・企業・社

会の各界が共同して努力する必要がある。循環型経済の宣伝教育を確実に繰り広げ、各級

指導幹部、企業と事業体、それに公衆の循環型経済形成に対する認識を高めるようにすべ

きである。 

 各地区と各関係部門は、特別テーマの講座・研究会・経験交流会・成果展示会、および

宣伝品発行など多種多様な形式の宣伝養成活動を展開すると共に、ラジオ・テレビ・新聞・

雑誌・インターネットなどの手段を運用して幅広く宣伝し、循環型経済の知識を普及し、

典型的な実例を宣伝し、循環型経済形成の重要な意義に対する社会各方面の認識を高め、

全社会の正しい消費観の樹立を誘導すべきである。循環型経済の理念と知識を基礎教育の

内容に組み入れ、教育によって学生に影響を与え、学生が家庭に影響を与え、家庭がさら

に社会に影響を与え、社会全体の資源に対する憂慮意識、および資源節約・環境保全に対

する責任と意識を強化させるようにする。それによって、資源節約・廃棄物回収利用など

の活動を公民全体の自覚的行為に変えて、資源を節約し、環境を保護する生活方式と消費

方式を次第に形成するようにする。 
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 10．指導を強化する。各地区と各関係部門は、循環型経済形成の活動に対する組織指導

を強化し、専門の機構と専任の責任者を確定し、各機構にその責任を担当させ、実施を分

担させる。各地方の発展改革委員会と経済貿易部門は、循環型経済の形成を経済社会発展

のマスタープランに組み入れ、相応の活動メカニズムを確立し、循環型経済の形成を推進

するホットポイント、難点問題を真剣に研究かつ解決し、相応の政策と措置を策定すべき

である。短期間に循環型経済形成の推進計画と実施方案を研究かつ策定し、環境保全・科

学技術・国土資源・建設・水利・農業・財政・税務・品質検査など関係部門との協力を強

化し、効果的な調整メカニズムを確立し、循環型経済の形成を確実に推進する。 

 循環型経済の形成は現代世界の潮流であり、人間を根本として、持続可能な発展の本質

的要求を全面的に体現し、経済成長方式を転換し、新しい工業化の道を歩み、まずまずの

暮らし向きの社会を全面的に建設する重要な戦略的措置である。その意義は非常に重要で

任務は非常に困難だと言える。胡錦涛氏を総書記とする共産党中央の下に緊密に団結し、

鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を指導とし、時代と共に前進する精神風貌と真理

を求め実務を求める活動態度によって、中国の国情に適った循環型経済形成の道を模索し、

資源節約型社会を建設するために貢献しようではないか！ 
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曾培炎氏 有効な措置を講じ、循環型経済を大いに発展させることを強調 
 
 新華ネット上海 11 月 7 日：中国循環型経済発展フォーラムが 6 日に上海で開催され、中

国共産党中央政治局委員、国務院副総理の曾培炎氏が出席し並びに講演を行った。曾氏は

循環型経済を重要視し、また、その発展に力を入れることは「三つの代表」という重要思

想を貫き、科学的発展観を確立するための必然的要求と重要な措置であり、最小限の資源

投入と環境の代価で最大限の経済と社会効果を獲得し、人間と自然の調和の取れた発展を

作り上げなければならないと述べた。 
 
 また、曾氏は以下のように指摘した。わが国は人口が多く、資源が少なく、生態が脆弱

であり、経済成長と資源環境との不調和が顕著である。循環型経済の発展に力を注ぎ、資

源の効率的な利用と循環利用を実施することは持続可能な発展を実現する上でも大変重要

な手段であるだけでなく、中国の国情から見ても必然的な選択である。ここ十数年来、国

は一連の法規、基準などの公布を通じ、「三廃」（廃水、廃ガス、固形廃棄物）の総合利用

と再生可能な資源の回収利用の技術開発を強化し、一部の企業、都市を選定しモデル企業、

都市として模範を示し、有力に循環型経済の発展を促進した。 
 
曾氏は、循環型経済の発展のキーポイントとなるものは、「減量化、再利用、再生利用」

の原則に則り、資源の節約、廃棄物排出量の低減、資源の循環利用と資源生産性の向上を

実現させることであると強調した。当面の主要な業務としては、一つ目に、クリーナープ

ロダクションに力を注ぐ事。企業がクリーンエネルギーや原材料を使用し、先進的な工程

技術と設備を取り入れ、資源の利用効率を向上することを奨励、支持する。二つ目に、特

に省エネルギー、節水に努める事。全面的に省エネ、節水製品を広め、中水の利用を普及

し、エネルギー消費量と水の消費量の多い業種の発展に制限を設ける。三つ目に、資源の

総合的利用の強化。冶金、石油化学、建材など廃棄物の排出量の多い重点業種の監督管理

を強化し、廃棄物、廃水、廃ガスの総合的利用率を向上させる。四つ目に、資源の循環利

用の推進。製紙、鉄鋼、建材等業種の資源の再生利用を推進し、機電、紡績、自動車並び

に包装など業種の製品の回収と循環利用を促進し、拡大生産者責任制度を実施する。五つ

目に、企業生産、商品流通と住民の消費などの各部分において、循環型経済のパイロット

事業を実施する。 
 
曾培炎氏はまたつぎのように述べた。マクロコントロールの強化と改善を市場メカニズ

ムの役割の発揮と結びつけ、政府の支援を企業の行為と結びつけ、着実に推進し、サービ

スをうまく実施し、規範を確立し、循環型経済の健全で有効な発展を促進しなければなら

ない。各レベルの政府は循環型経済の推進を科学的発展観の実施のための具体的な行動と

し、指導を確実に強化し、調整をうまく実施しなければならない。循環型経済の発展を促
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進するための評価指標体系と科学的な考査メカニズムを構築・改善し、関連の法律・法規

体系を確立し、循環型経済の発展を国民経済と社会の発展計画に取り入れなければならな

い。財政・税制、金融、投資、価格等の手段を利用し、水、エネルギー、鉱物等資源の価

格形成メカニズムを完備させ、投入が少なく、産出が多く、汚染排出量が少なく、循環利

用のできるメカニズムの形成に有利な政策環境と発展メカニズムを逐次形成させる。資金

の投入と技術開発を強化し、クリーナープロダクション、節水と省エネ、リサイクル等の

プロジェクトに対し支援または補助を行い、企業またはその他の社会資本が循環型経済へ

の投資を誘導しなければならない。グリーン生産・生活・消費方式を提唱し、持続可能な

発展のためによい社会的な雰囲気を作り出す。 
 
中国共産党中央政治局委員、上海市党委員会書記陳良宇氏が同フォーラムに出席した。 
                                    以上 
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